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公布された条例のあらまし 
 

亀岡市庁舎使用料条例の一部を改

正する条例要綱 

 

１ 亀岡市庁舎の使用料について、消費税引上

げに対応するため、所要の規定整備を図るこ

ととした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市税条例の特例に関する条例

要綱 

 

１ 地域の特性と強みを生かした企業立地の促

進と事業の高度化を通じて地域の活性化を進

めるため、特例要件に該当する事業者に対し、

期間を定めて新たに立地される施設等に係る

固定資産税を免除する奨励措置を定めること

とした。 

 

２ 関係条例を廃止することとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 
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亀岡市野外活動施設条例の一部を

改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市野外活動施設の使用料について、消

費税引上げに対応するため、所要の規定整備

を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市社会体育施設条例の一部を

改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市社会体育施設の使用料について、消

費税引上げに対応するため、所要の規定整備

を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

亀岡市総合福祉センター条例の一

部を改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市総合福祉センターの使用料及び目的

外使用料について、消費税引上げに対応する

ため、所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

ふれあいプラザ条例の一部を改正

する条例要綱 

 

１ ふれあいプラザの使用料及び目的外使用料

について、消費税引上げに対応するため、所

要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 
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亀岡市立文化センター条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる亀岡市立文化センターの使用料を、中核館構想

による施設整備に伴い市内の他の公共施設使用料との均衡を図り、及び消費税引上げに対応する

ため、次のとおり改めることとした。 

 

現 行 改正後 

 
上段：人権福祉センター・東部文化

センター・保津文化センター

 
下段：馬路文化センター・保津ケ丘

文化センター 

種別 期間 
午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

9時～12時 1時～5時 6時～10時 9時～12時 1時～5時 6時～10時

ホール 

通常期間 1,080円 1,080円 1,290円
1,480円 1,970円 2,360円

1,100円 1,460円 1,750円

冷房期間 1,510円 1,510円 1,810円
2,070円 2,750円 3,300円

1,540円 2,040円 2,450円

暖房期間 1,400円 1,400円 1,680円
1,920円 2,560円 3,060円

1,430円 1,890円 2,270円

会議室 

通常期間 320円 320円 380円
440円 580円 690円

330円 440円 520円

冷房期間 450円 450円 540円
610円 810円 960円

460円 610円 720円

暖房期間 420円 420円 500円
570円 750円 890円

420円 570円 670円

料理室 

通常期間 750円 750円 900円
840円 1,120円 1,340円

770円 1,020円 1,220円

冷房期間 1,050円 1,050円 1,270円
1,170円 1,560円 1,870円

1,070円 1,420円 1,700円

暖房期間 980円 980円 1,170円
1,090円 1,450円 1,740円

1,000円 1,320円 1,580円

備考 １ 冷暖房期間は、おおむね冷房については７月から９月まで、暖房については１２月から

３月までとする。 

   ２ 市外居住者が使用するときは、使用料の３割相当額を加算する。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することとした。 
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亀岡市湯の花温泉供給条例の一部

を改正する条例要綱 

 

１ 温泉使用料について、消費税引上げに対応

するため、所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

ガレリアかめおか条例の一部を改

正する条例要綱 

 

１ ガレリアかめおかの使用料及び目的外使用

料について、消費税引上げに対応するため、

所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市大井生涯学習センター条例

の一部を改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市大井生涯学習センターの使用料につ

いて、消費税引上げに対応するため、所要の

規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市南つつじケ丘コミュニティ

センター条例の一部を改正する条

例要綱 

 

１ 亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター

の使用料について、消費税引上げに対応する

ため、所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市交流会館条例の一部を改正

する条例要綱 

 

１ 亀岡市交流会館の使用料及び目的外使用料

について、消費税引上げに対応するため、所

要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 
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亀岡市移住・定住促進施設設置条

例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市移住・定住促進施設の使用料及び目

的外使用料について、消費税引上げに対応す

るため、所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市土づくりセンター条例の一

部を改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市土づくりセンターの使用料について、

消費税引上げに対応するため、所要の規定整

備を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市食肉センター条例の一部を

改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市食肉センターの使用料について、消

費税引上げに対応するため、所要の規定整備

を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市林業センター条例の一部を

改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市林業センターの使用料について、消

費税引上げに対応するため、所要の規定整備

を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市都市公園条例の一部を改正

する条例要綱 

 

１ 亀岡市都市公園の使用料について、消費税

引上げに対応するため、所要の規定整備を図

ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 
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亀岡市立病院の使用料及び手数料

に関する条例の一部を改正する条

例要綱 

 

１ 亀岡市立病院の駐車料金について、消費税

引上げに対応するため、所要の規定整備を図

ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

職員の懲戒の手続及び効果に関す

る条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 名称に変更が生じた法人について改正する

こととした。 

 

２ この条例は、令和元年７月１日から施行す

ることとした。 
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条 例 
 

 亀岡市庁舎使用料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２０号 

 

亀岡市庁舎使用料条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市庁舎使用料条例（平成２年亀岡市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中 

「 

1,620円 2,700円 3,240円 4,320円 5,940円 7,560円

                                          」 

を 

「 

1,650円 2,750円 3,300円 4,400円 6,050円 7,700円

                                          」 

に改め、同表備考第４号中「１，０８０円」を「１，１００円」に改める。 

 別表第２中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に、「        」を 

「        」に改める。 

 

   附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市庁舎使用料条例の規定は、令和元年１０月１日以後の使用に係

る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

５，０００円 

５，０９０円 
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 亀岡市税条例の特例に関する条例をここに公

布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２１号 

 

亀岡市税条例の特例に関する条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地域経済の活性化を推進

し、地域の成長発展の基盤整備のため、新た

に施設を設置又は増設した事業者に対して課

する固定資産税の課税免除について、亀岡市

税条例（昭和３０年亀岡市条例第３９号）の

特例を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 宿泊施設 旅館業法（昭和２３年法律第

１３８号）第２条第２項に規定する旅館・

ホテル営業（風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第５項に規定する性風俗

関連特殊営業に該当する営業を除く。以下

「旅館・ホテル営業」という。）の用に供

する施設及びその同一敷地内の付属施設を

いう。 

⑵ 宿泊施設事業者 旅館・ホテル営業を営

み、又は第三者に営ませる法人又は個人を

いう。 

⑶ 製造施設 製造業（統計法（平成１９年

法律第５３号）第２条第９項に規定する統

計基準として定められた日本標準産業分類

において製造業に分類される産業をいう。

以下同じ。）の営業の用に供する施設及び

その同一敷地内の付属施設をいう。 

⑷ 製造事業者 製造業を営む法人又は個人

をいう。 

⑸ 立地 次に掲げる行為をいう。ただし、

土地のみの取得はこれに該当しない。 

ア 新設 既存宿泊施設又は既存製造施設

の敷地以外の場所に、宿泊施設（延床面

積が３００平方メートル以上のものに限

る。）又は製造施設を新たに設置するこ

とをいう。 

イ 増設 既存宿泊施設又は既存製造施設

の敷地及び当該敷地と一体的な利用がで

きると市長が認める敷地において、延床

面積３００平方メートル以上の使用され

たことのない客室を有する宿泊施設又は

使用されたことのない製造施設を新たに

設置することをいう。 

⑹ 開業日 新設にあっては宿泊施設におい

て営業を開始した日又は製造施設において

当該施設を稼働した日、増設にあっては宿

泊施設において増設した部分の営業を開始

した日又は製造施設において増設した部分

を稼働した日をいう。 

⑺ 新規常用雇用者 雇用保険法（昭和４９

年法律第１１６号）第４条第１項に規定す

る被保険者であって、次の要件のいずれに

も該当するもの（労働者派遣事業の適正な

運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律（昭和６０年法律第８８号）第２条

第２号に規定する派遣労働者を含まないも

のとする。）をいう。 

ア 開業日の前６月から開業日の後３月ま

での間に雇用される者 

イ 雇用の日から１年以上継続して雇用さ

れる者 

⑻ 投下固定資産総額 立地する宿泊施設の

開業日までに取得した固定資産（地方税法
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（昭和２５年法律第２２６号）第３４１条

に規定する土地、家屋及び償却資産をい

う。）又は立地する製造施設の開業日まで

に取得した固定資産（地域経済牽引事業の

促進による地域の成長発展の基盤強化に関

する法律（平成１９年法律第４０号。以下

「法」という。）第２５条に規定する当該

施設の用に供する家屋若しくは構築物又は

これらの敷地である土地）のうち、新たに

宿泊施設又は製造施設の用に供するものの

取得価額の合計額をいう。 

 （宿泊施設の立地における特例措置） 

第３条 宿泊施設事業者が、法第１３条に規定

する地域経済牽引事業計画（以下「事業計

画」という。）を作成し、京都府知事の承認

を受け、かつ、法第２４条に規定する主務大

臣の確認を受けた場合は、新たに立地される

宿泊施設に係る土地、家屋及び償却資産に対

して賦課する固定資産税について、開業日の

属する年（翌年の１月１日を含む。次項にお

いて同じ。）の翌年度から３年を限度として

固定資産税を免除することができるものとす

る。 

２ 宿泊施設事業者が前項の京都府知事の承認

又は主務大臣の確認を受けられなかった場合

は、新たに立地される宿泊施設に係る土地、

家屋及び償却資産に対して賦課する固定資産

税については、開業日の属する年の翌年度に

限り固定資産税を免除することができるもの

とする。 

 （製造業の立地における特例措置） 

第４条 製造事業者が、事業計画を作成し、京

都府知事の承認を受け、かつ、法第２４条に

規定する主務大臣の確認を受けた場合は、新

たに立地される製造施設に係る土地、家屋及

び構築物に対して賦課する固定資産税につい

て、開業日の属する年（翌年の１月１日を含

む。）の翌年度から３年を限度として固定資

産税を免除することができるものとする。 

 （指定基準） 

第５条 第３条に規定する特例を受けようとす

る者は、次に掲げる要件を全て満たす宿泊施

設事業者とし、本市観光の振興、にぎわいの

創出及び雇用の拡大に貢献し、開業日の水準

を維持することが確実と見込まれるものとす

る。 

⑴ 新規常用雇用者が２名以上であること。 

⑵ 新規常用雇用者のうち、本市に住所を有

する者が１名以上であること。 

⑶ 納期限の到来した市税を完納しているこ

と。 

⑷ 地域経済の振興に寄与すると認められる

経済団体に加入していること。 

⑸ 投 下 固 定 資 産 総 額 が

１３，０００，０００円以上であること。 

⑹ 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡

市条例第２４号）に掲げる暴力団員等でな

いこと。 

２ 第４条に規定する特例を受けようとする者

は、次に掲げる要件を全て満たす製造事業者

とし、新たな産業の創設や高付加価値事業へ

の参入を進め、経済的効果をもたらす見込み

のあるものとする。 

⑴ 新規常用雇用者が２名以上であること。 

⑵ 新規常用雇用者のうち、本市に住所を有

する者が１名以上であること。 

⑶ 納期限の到来した市税を完納しているこ

と。 

⑷ 地域経済の振興に寄与すると認められる

経済団体に加入していること。 

⑸ 投 下 固 定 資 産 総 額 が

１００，０００，０００円（パルプ・紙・

紙加工品製造業、プラスチック製品製造業

及びゴム製品製造業に係るものにあっては、

５０，０００，０００円）以上であること。 

⑹ 亀岡市暴力団排除条例に掲げる暴力団員
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等でないこと。 

３ 第１項第４号及び前項第４号に規定する経

済団体とは、亀岡商工会議所をいう。 

 （申請） 

第６条 第３条及び第４条の特例措置の適用を

受けようとする者は、あらかじめ規則で定め

る申請書に関係書類を添付して市長に申請し

なければならない。 

 （指定等の通知） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、

第１３条に規定する審査会の意見を聴くとと

もに、当該内容について審査し、必要に応じ

て現地調査を行い、その結果を申請者に通知

するものとする。 

 （申請事項の変更） 

第８条 前条の規定により指定の通知を受けた

者（以下「指定事業者」という。）は、申請

事項に変更が生じたときは、速やかにその旨

を市長に届け出なければならない。 

 （地位の承継） 

第９条 指定事業者は、宿泊施設又は製造施設

の相続、合併その他の事由により当該宿泊施

設又は製造施設を他人に承継する必要が生じ

たときは、遅滞なくその旨を市長に届け出な

ければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場

合には、当該宿泊施設又は製造施設を承継す

る者に対して、当該特例措置を継続すること

ができる。 

 （指定の取消し等） 

第１０条 市長は、指定事業者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、指定を取り消し、

又は特例措置の全部若しくは一部を取り消し、

若しくは停止することができる。 

⑴ 第５条に規定する指定基準のいずれかの

要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 正当な理由によることなく、指定に係る

宿泊施設又は製造施設において開業日から

５年を経過する日までにおいて、営業の休

止又は廃止をしたとき。 

⑶ 虚偽その他不正の行為により特例措置を

受けたとき。 

⑷ その他市長が特例措置を行うことが適当

でないと認めたとき。 

 （固定資産税の徴収） 

第１１条 市長は、前条の規定により指定の取

り消し等を受けた者から、既に免除した固定

資産税について、その免除した額の全部又は

一部を徴収することができる。 

 （報告及び調査） 

第１２条 市長は、指定事業者に対し、必要に

応じ報告若しくは関係書類の提出を求め、又

は実地に調査を行うことができる。 

 （審査会） 

第１３条 市長の諮問に応じ、この条例に係る

事業の実施について審議させるため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条

の４第３項の規定に基づき、付属機関として

地域経済牽引事業審査会（以下「審査会」と

いう。）を設置する。 

２ 市長は、指定事業者の指定をしようとする

とき又は指定の取り消しをしようとするとき

は、あらかじめ審査会の意見を聴かなければ

ならない。 

 （規則への委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（亀岡市宿泊施設の立地促進に関する条例の

廃止） 

２ 亀岡市宿泊施設の立地促進に関する条例
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（平成３０年亀岡市条例第３６号）は、廃止

する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市野外活動施設条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２２号 

 

亀岡市野外活動施設条例の一部を

改正する条例 

 

 亀岡市野外活動施設条例（昭和５７年亀岡市

条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中「     」を「     」

に改める。 

 別表第２中「     」を「     」 

に、「      」を「      」に、 

「      」を「      」に、 

「      」を「      」に、 

「      」を「      」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市野外活動施

設条例の規定は、令和元年１０月１日以後の

使用に係る使用料について適用し、同日前の

使用に係る使用料については、なお従前の例

による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市社会体育施設条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２３号 

 

亀岡市社会体育施設条例の一部を

改正する条例 

 

 亀岡市社会体育施設条例（昭和３９年亀岡市

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    」 

を 

540円 550円

750円 760円

2,160円 2,200円 

1,080円 1,100円 

5,400円 5,500円 

2,700円 2,750円 

円
1,080

円
1,080

円 
1,080 

円 
1,080 

円
1,620

3,240 3,240 3,240 3,240 

1,620 1,620 1,620 1,620 

1,620 1,620 1,620 1,620 

2,160 2,160 2,160 2,160 

1,080 1,080 1,080 1,080 

970 970 970 970 

1,080 1,080 1,080 1,080 

1,080 1,080 1,080 1,080 

2,160 2,160 2,160 2,160 3,240

1,080 1,080 1,080 1,080 1,620

1時間につき430円 

1時間につき2,770円 
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「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    」

に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市社会体育施

設条例の規定は、令和元年１０月１日以後の

使用に係る使用料について適用し、同日前の

使用に係る使用料については、なお従前の例

による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市総合福祉センター条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２４号 

 

亀岡市総合福祉センター条例の一

部を改正する条例 

 

 亀岡市総合福祉センター条例（平成１７年亀

岡市条例第３３号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 別表第１中 

「 

円

2,160

円

3,240

円 

4,320 

円

9,720

430 540 640 1,620

430 540 640 1,620

430 540 640 1,620

540 640 750 1,940

540 640 750 1,940

1,180 1,400 1,720 4,320

750 860 970 2,590

640 750 860 2,260

750 860 1,080 2,700

750 860 1,080 2,700

430 540 640 1,620

                    」 

を 

「 

円

2,200

円

3,300

円 

4,400 

円

9,900

440 550 660 1,650

440 550 660 1,650

440 550 660 1,650

550 660 770 1,980

550 660 770 1,980

1,210 1,430 1,760 4,400

770 880 990 2,640

660 770 880 2,310

770 880 1,100 2,750

770 880 1,100 2,750

440 550 660 1,650

                    」 

に改める。 

 別表第２中「         」を

「         」に改める。 

 

円 
1,100 

円 
1,100 

円 
1,100 

円 
1,100 

円
1,650

3,300 3,300 3,300 3,300 

1,650 1,650 1,650 1,650 

1,650 1,650 1,650 1,650 

2,200 2,200 2,200 2,200 

1,100 1,100 1,100 1,100 

990 990 990 990 

1,100 1,100 1,100 1,100 

1,100 1,100 1,100 1,100 

2,200 2,200 2,200 2,200 3,300

1,100 1,100 1,100 1,100 1,650

1時間につき440円 

1時間につき2,820円 

 

４２，９００円

４２，１００円 
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   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市総合福祉セ

ンター条例の規定は、令和元年１０月１日以

後の使用に係る使用料及び目的外使用料につ

いて適用し、同日前の使用に係る使用料及び

目的外使用料については、なお従前の例によ

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 ふれあいプラザ条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２５号 

 

ふれあいプラザ条例の一部を改正

する条例 

 

 ふれあいプラザ条例（平成１７年亀岡市条例

第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中「      」を

「      」に改める。 

 別表第２中「         」を

「         」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のふれあいプラザ条

例の規定は、令和元年１０月１日以後の使用

に係る使用料及び目的外使用料について適用

し、同日前の使用に係る使用料及び目的外使

用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 

３２０円 

３３０円 

４３，２００円 

４４，０００円 
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 亀岡市立文化センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２６号 

 

亀岡市立文化センター条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市立文化センター条例（平成１４年亀岡市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第６条第１項中「別表」を「別表第１及び別表第２」に改める。 

 別表を次のように改める。 

別表第１（第６条関係） 

 人権福祉センター・東部文化センター・保津文化センター使用料 

種別 期間 
午前 午後 夜間 

午前９時～正午 午後１時～午後５時 午後６時～午後１０時

ホール 通常期間 １，４８０円 １，９７０円 ２，３６０円

冷房期間 ２，０７０円 ２，７５０円 ３，３００円

暖房期間 １，９２０円 ２，５６０円 ３，０６０円

会議室 通常期間 ４４０円 ５８０円 ６９０円

冷房期間 ６１０円 ８１０円 ９６０円

暖房期間 ５７０円 ７５０円 ８９０円

料理室 通常期間 ８４０円 １，１２０円 １，３４０円

冷房期間 １，１７０円 １，５６０円 １，８７０円

暖房期間 １，０９０円 １，４５０円 １，７４０円

備考 

１ 冷暖房期間は、おおむね冷房については７月から９月まで、暖房については１２月から３月

までとする。 

２ 市外居住者が使用するときは、使用料の３割相当額を加算する。 
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 別表第１の次に次の１表を加える。 

別表第２（第６条関係） 

 馬路文化センター・保津ケ丘文化センター使用料 

種別 期間 
午前 午後 夜間 

午前９時～正午 午後１時～午後５時 午後６時～午後１０時

ホール 通常期間 １，１００円 １，４６０円 １，７５０円

冷房期間 １，５４０円 ２，０４０円 ２，４５０円

暖房期間 １，４３０円 １，８９０円 ２，２７０円

会議室 通常期間 ３３０円 ４４０円 ５２０円

冷房期間 ４６０円 ６１０円 ７２０円

暖房期間 ４２０円 ５７０円 ６７０円

料理室 通常期間 ７７０円 １，０２０円 １，２２０円

冷房期間 １，０７０円 １，４２０円 １，７００円

暖房期間 １，０００円 １，３２０円 １，５８０円

備考 

１ 冷暖房期間は、おおむね冷房については７月から９月まで、暖房については１２月から３月

までとする。 

２ 市外居住者が使用するときは、使用料の３割相当額を加算する。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市立文化センター条例の規定は、令和元年１０月１日以後の使用

に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市湯の花温泉供給条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２７号 

 

亀岡市湯の花温泉供給条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市湯の花温泉供給条例（平成９年亀岡市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第１６条関係） 

  温泉料金 

種別 基本使用量 基本料金
超過料金 

（１立方メートルにつき） 

営業用 50立方メートル以下 5,500円 50立方メートル超 115円 

自家用 5立方メートル以下 550円 5立方メートル超 115円 

 

  メーター使用料 

口径 使用料（１個１箇月につき） 

13ミリメートル 110円 

20ミリメートル 165円 

25ミリメートル 220円 

30ミリメートル 275円 

40ミリメートル 385円 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市湯の花温泉供給条例の規定は、令和元年１１月１日以後の検針

に係る使用料について適用し、同日前の検針に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 
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 ガレリアかめおか条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２８号 

 

ガレリアかめおか条例の一部を改

正する条例 

 

 ガレリアかめおか条例（平成１０年亀岡市条

例第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第３中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                」を 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                」に改める。 

 別表第４中「１００分の１０８」を「１００

分の１１０」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のガレリアかめおか

条例の規定は、令和元年１０月１日以後の使

用に係る使用料及び目的外使用料について適

用し、同日前の使用に係る使用料及び目的外

使用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

440円 

440円 

440円 

440円 

各5,060円 

2,200円 

1,760円 

各440円 

各440円 

各220円 

220円 

4,400円 

各220円 

1,760円 

220円 

各220円 

各附帯設備ごとに44,000円を超えな
い範囲において市長が別に定める額 

100平方メートル以下の分 
1平方メートル当たり 55円 

101平方メートル以上 
1,000平方メートル以下の分 
1平方メートル当たり 10円に100分
の110を乗じた額とする。ただし、1
円未満の端数については、切り捨て
るものとする。 

1,001平方メートル以上の分 
1平方メートル当たり 5円に100分
の110を乗じた額とする。ただし、1
円未満の端数については、切り捨て
るものとする。 

 

432円 

432円 

432円 

432円 

各4,968円 

2,160円 

1,728円 

各432円 

各432円 

各216円 

216円 

4,320円 

各216円 

1,728円 

216円 

各216円 

各附帯設備ごとに43,200円を超えな
い範囲において市長が別に定める額 

100平方メートル以下の分 
1平方メートル当たり 54円 

101平方メートル以上 
1,000平方メートル以下の分 
1平方メートル当たり 10円に100分
の108を乗じた額とする。ただし、1
円未満の端数については、切り捨て
るものとする。 

1,001平方メートル以上の分 
1平方メートル当たり 5円に100分
の108を乗じた額とする。ただし、1
円未満の端数については、切り捨て
るものとする。 
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 亀岡市大井生涯学習センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２９号 

 

亀岡市大井生涯学習センター条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市大井生涯学習センター条例（平成１７年亀岡市条例第２６号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 別表第１中 

「 

室名 

 

使用時間区分 

              」を 

「 

使用時間区分 

 

室名 

              」に、 

「 

円 

4,860 

円

6,480

円 

7,560 

円

9,720

円

11,880

円

16,200

860 1,080 1,290 1,720 2,050 2,910

                                 」を 

「 

円 

4,950 

円

6,600

円 

7,700 

円

9,900

円

12,100

円

16,500

880 1,100 1,320 1,760 2,090 2,970

                                 」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市大井生涯学習センター条例の規定は、令和元年１０月１日以後

の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例によ

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３０号 

 

亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター条例（平成２６年亀岡市条例第９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 別表第１中 

「 

円 

5,070 

円

6,770

円 

8,120 

円

10,150

円

12,180

円

17,600

1,680 2,250 2,700 3,370 4,050 5,850

2,460 3,280 3,940 4,930 5,910 8,540

                                 」を 

「 

円 

5,170 

円

6,890

円 

8,270 

円

10,340

円

12,410

円

17,920

1,720 2,290 2,750 3,440 4,130 5,960

2,510 3,350 4,020 5,020 6,030 8,710

                                 」に改める。 
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   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市南つつじケ

丘コミュニティセンター条例の規定は、令和

元年１０月１日以後の使用に係る使用料につ

いて適用し、同日前の使用に係る使用料につ

いては、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市交流会館条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３１号 

 

亀岡市交流会館条例の一部を改正

する条例 

 

 亀岡市交流会館条例（平成８年亀岡市条例第

２１号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中 

「 

1,330円 1,330円 2,460円 

720円 720円 1,230円 

1,020円 1,020円 1,850円 

610円 610円 1,020円 

4,000円 8,000円

1,620円 3,240円

                    」

を 

「 

1,350円 1,350円 2,500円 

730円 730円 1,250円 

1,030円 1,030円 1,880円 

620円 620円 1,030円 

4,070円 8,140円

1,650円 3,300円

                    」

に改める。 

 別表第３中「１００分の１０８」を「１００

分の１１０」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市交流会館条

例の規定は、令和元年１０月１日以後の使用

に係る使用料及び目的外使用料について適用

し、同日前の使用に係る使用料及び目的外使

用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市移住・定住促進施設設置条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３２号 

 

亀岡市移住・定住促進施設設置条

例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市移住・定住促進施設設置条例（平成 

３０年亀岡市条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

 

 別表第２中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    」

を 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    」

に改める。 

 別表第３中「１００分の１０８」を「１００

分の１１０」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市移住・定住

促進施設設置条例の規定は、令和元年１０月

１日以後の使用に係る使用料及び目的外使用

料について適用し、同日前の使用に係る使用

料及び目的外使用料については、なお従前の

例による。 

 

「掲示済」 

14,000円 9,000円 8,000円 7,000円 6,000円

16,000円 10,000円 9,000円 8,000円 7,000円

16,000円 10,000円 9,000円 8,000円 7,000円

18,000円 12,000円 11,000円 10,000円 9,000円

20,000円 13,000円 12,000円 11,000円 10,000円

14,000円 9,000円 8,000円 － －

16,000円 10,000円 9,000円 － －

16,000円 10,000円 9,000円 － －

18,000円 12,000円 11,000円 － －

20,000円 13,000円 12,000円 － －

13,000円 8,000円 7,000円 － －

15,000円 9,000円 8,000円 － －

15,000円 9,000円 8,000円 － －

17,000円 10,000円 9,000円 － －

18,000円 11,000円 10,000円 － －

5,000円 3,000円 2,000円 2,000円 1,500円

7,000円 5,000円 4,000円 3,000円 2,000円

5,000円 3,000円 2,000円 － －

7,000円 5,000円 4,000円 － －

4,000円 2,000円 1,500円 － －

6,000円 4,000円 3,000円 － －

4時間まで 
4,000円 

4時間超過 
1時間ごとに 1,000円

4時間まで 
3,000円 

4時間超過 
1時間ごとに  500円

 

14,200円 9,160円 8,140円 7,120円 6,110円

16,200円 10,100円 9,160円 8,140円 7,120円

16,200円 10,100円 9,160円 8,140円 7,120円

18,300円 12,200円 11,200円 10,100円 9,160円

20,300円 13,200円 12,200円 11,200円 10,100円

14,200円 9,160円 8,140円 － －

16,200円 10,100円 9,160円 － －

16,200円 10,100円 9,160円 － －

18,300円 12,200円 11,200円 － －

20,300円 13,200円 12,200円 － －

13,200円 8,140円 7,120円 － －

15,200円 9,160円 8,140円 － －

15,200円 9,160円 8,140円 － －

17,300円 10,100円 9,160円 － －

18,300円 11,200円 10,100円 － －

5,090円 3,050円 2,030円 2,030円 1,520円

7,120円 5,090円 4,070円 3,050円 2,030円

5,090円 3,050円 2,030円 － －

7,120円 5,090円 4,070円 － －

4,070円 2,030円 1,520円 － －

6,110円 4,070円 3,050円 － －

4時間まで 
4,070円

4時間超過 
1時間ごとに 1,010円

4時間まで 
3,050円

4時間超過 
1時間ごとに  500円
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 亀岡市土づくりセンター条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３３号 

 

亀岡市土づくりセンター条例の一

部を改正する条例 

 

 亀岡市土づくりセンター条例（平成１７年亀

岡市条例第３９号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 別表第２中 

「         「 

 

 

         を         に、 

 

 

        」         」 

「      」を「      」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市土づくりセ

ンター条例の規定は、令和元年１０月１日以

後の使用に係る使用料について適用し、同日

前の使用に係る使用料については、なお従前

の例による。 

 

「掲示済」 

 亀岡市食肉センター条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３４号 

 

亀岡市食肉センター条例の一部を

改正する条例 

 

 亀岡市食肉センター条例（平成１７年亀岡市

条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中 

「         「 

 
 

         を         に 
 

 

        」         」 

改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市食肉セン 

ター条例の規定は、令和元年１０月１日以後

の使用に係る使用料について適用し、同日前

の使用に係る使用料については、なお従前の

例による。 

 

「掲示済」 

2,057円 

1,439円 

10円 

205円 

1,439円 

2,095円 

1,465円 

10円 

208円 

1,465円 

１２３円 １２５円 

22,000円 

11,000円 

,300円 

110円 

21,600円

10,800円

3,240円

108円
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 亀岡市林業センター条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３５号 

 

亀岡市林業センター条例の一部を

改正する条例 

 

 亀岡市林業センター条例（平成１７年亀岡市

条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中 

「 

 

 

 

 

                    」

を 

「 

 

 

 

 

                    」

に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市林業セン 

ター条例の規定は、令和元年１０月１日以後

の使用に係る使用料について適用し、同日前

の使用に係る使用料については、なお従前の

例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市都市公園条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３６号 

 

亀岡市都市公園条例の一部を改正

する条例 

 

 亀岡市都市公園条例（昭和４４年亀岡市条例

第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第３第３項第１号中「２，７００円」を

「２，７５０円」に、「６，０４０円」を 

「６，１６０円」に、「２，１６０円」を 

「２，２００円」に、「４３０円」を「４４０

円」に改め、同項第２号中 

 

 

円 

1,510 

円 

1,720 

円 

2,160 

円

5,400

750 860 1,080 2,700

540 640 860 2,050

円 

1,530 

円 

1,750 

円 

2,200 

円

5,500

760 870 1,100 2,750

550 650 870 2,080
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第８９４号令和元年７月１６日発行 

「                      「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     」                      」 

に改め、同項第３号中 

「                      「 

 

 

 

 

 

 

                      を 

 

 

 

 

 

 

                     」                      」 

円 

7,770 

円 

7,770 

円 

7,770 

円 

11,660 

円

31,530

9,280 9,280 9,280 13,930 37,580

31,100 31,100 31,100 46,650 125,920

37,360 37,360 37,360 56,050 151,300

23,320 23,320 23,320 34,990 94,500

27,970 27,970 27,970 42,010 113,290

77,760 77,760 77,760 116,640 314,920

93,310 93,310 93,310 139,960 377,890

116,640 116,640 116,640 174,960 472,390

139,960 139,960 139,960 209,950 566,890

2,590 2,590 2,590 3,880 10,470

3,130 3,130 3,130 4,750 12,740

3,240 3,240 3,240 4,860 13,170

3,880 3,880 3,880 5,830 15,760

12,960 12,960 12,960 19,440 52,480

15,550 15,550 15,550 23,320 62,960

9,720 9,720 9,720 14,580 39,420

11,660 11,660 11,660 17,490 47,190

32,400 32,400 32,400 48,600 131,220

38,880 38,880 38,880 58,320 157,460

48,600 48,600 48,600 72,900 196,880

58,320 58,320 58,320 87,480 236,190

1,620 1,620 1,620 2,480 6,580

1,940 1,940 1,940 2,910 7,880

320 320 320 320 －

1,080 1,080 1,080 1,620 4,420

各附属設備ごとに、1使用時間区分10,800円（全日について

は、32,400円）を超えない範囲内において規則で定める額 

 

円

7,920

円

7,920

円 

7,920 

円 

11,880 

円

32,120

9,460 9,460 9,460 14,190 38,280

31,680 31,680 31,680 47,520 128,260

38,060 38,060 38,060 57,090 154,110

23,760 23,760 23,760 35,640 96,250

28,490 28,490 28,490 42,790 115,390

79,200 79,200 79,200 118,800 320,760

95,040 95,040 95,040 142,560 384,890

118,800 118,800 118,800 178,200 481,140

142,560 142,560 142,560 213,840 577,390

2,640 2,640 2,640 3,960 10,670

3,190 3,190 3,190 4,840 12,980

3,300 3,300 3,300 4,950 13,420

3,960 3,960 3,960 5,940 16,060

13,200 13,200 13,200 19,800 53,460

15,840 15,840 15,840 23,760 64,130

9,900 9,900 9,900 14,850 40,150

11,880 11,880 11,880 17,820 48,070

33,000 33,000 33,000 49,500 133,650

39,600 39,600 39,600 59,400 160,380

49,500 49,500 49,500 74,250 200,530

59,400 59,400 59,400 89,100 240,570

1,650 1,650 1,650 2,530 6,710

1,980 1,980 1,980 2,970 8,030

330 330 330 330 －

1,100 1,100 1,100 1,650 4,510

各附属設備ごとに、1使用時間区分11,000円（全日について

は、33,000円）を超えない範囲内において規則で定める額 

 

円 

6,480 

円 

6,480 

円

11,660

7,770 7,770 14,040

25,920 25,920 46,650

31,100 31,100 56,050

19,440 19,440 34,990

23,320 23,320 42,010

64,800 64,800 116,640

77,760 77,760 139,960

97,200 97,200 174,960

116,640 116,640 209,950

1人1回 210円 
（ただし、中学生以下1人1回100円） 

860 860 1,510

320 320 590

160 160 270

各附属設備ごとに、1使用時間区分10,800円（全日使
用については、21,600円）を超えない範囲内におい
て規則で定める額 

 

円

6,600

円 

6,600 

円

11,880

7,920 7,920 14,300

26,400 26,400 47,520

31,680 31,680 57,090

19,800 19,800 35,640

23,760 23,760 42,790

66,000 66,000 118,800

79,200 79,200 142,560

99,000 99,000 178,200

118,800 118,800 213,840

1人1回 220円 
（ただし、中学生以下1人1回110円） 

880 880 1,540

330 330 600

160 160 270

各附属設備ごとに、1使用時間区分11,000円（全日使
用については、22,000円）を超えない範囲内におい
て規則で定める額 
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          「           「 

 

 

 

 

に改め、同項第４号中           を           に改め、同項第５号中 

 

 

 

 

                    」           」 

「           「 

 

 

 

 

 

 

           を           に改め、同項第６号中 

 

 

 

 

 

 

          」           」 

「 

 

 

 

                            」を 

「 

 

 

 

                            」 

に改め、同項第７号中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「２，１６０円」を「２，２００

円」に改め、同項第８号中 

2,160円 2,160円 4,320円 4,320円 5,400円 6,480円

各附属設備ごとに、1使用時間区分10,800円を超えない範囲内にお

いて規則で定める額 

 

2,200円 2,200円 4,400円 4,400円 5,500円 6,600円

各附属設備ごとに、1使用時間区分11,000円を超えない範囲内にお

いて規則で定める額 

 

1,250円

520円

110円

50円

12,500円

5,200円

1,100円

100円

49,500円

1,230円

510円

100円

50円

12,300円

5,100円

1,000円

100円

48,600円

2,700円 

2,160円 

1,080円 

1,080円 

1,080円 

2,160円 

540円 

540円 

540円 

1,080円 

100円 

100円 

108,000円 

2,750円

2,200円

1,100円

1,100円

1,100円

2,200円

550円

550円

550円

1,100円

100円

100円

110,000円
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「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               」を 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市都市公園条例の規定は、令和元年１０月１日以後の使用に係る

使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

円 

2,590 

円 

2,590 

円 

2,590 

円

2,590

円

3,880

円

3,880

円

16,300

3,130 3,130 3,130 3,130 4,750 4,750 19,760

10,360 10,360 10,360 10,360 15,550 15,550 65,340

12,420 12,420 12,420 12,420 18,680 18,680 78,300

7,770 7,770 7,770 7,770 11,660 11,660 49,030

9,280 9,280 9,280 9,280 13,930 13,930 58,530

25,920 25,920 25,920 25,920 38,880 38,880 163,290

31,100 31,100 31,100 31,100 46,650 46,650 195,910

38,880 38,880 38,880 38,880 58,320 58,320 244,940

46,650 46,650 46,650 46,650 69,980 69,980 293,970

1,290 1,290 1,290 1,290 1,940 1,940 8,200

1,510 1,510 1,510 1,510 2,260 2,260 9,500

750 750 750 750 1,180 1,180 4,860

各附属設備ごとに、1使用時間区分7,560円（全日については、22,680円）を

超えない範囲内において規則で定める額 

 

円 

2,640 

円 

2,640 

円 

2,640 

円

2,640

円

3,960

円

3,960

円

16,610

3,190 3,190 3,190 3,190 4,840 4,840 20,130

10,560 10,560 10,560 10,560 15,840 15,840 66,550

12,650 12,650 12,650 12,650 19,030 19,030 79,750

7,920 7,920 7,920 7,920 11,880 11,880 49,940

9,460 9,460 9,460 9,460 14,190 14,190 59,620

26,400 26,400 26,400 26,400 39,600 39,600 166,320

31,680 31,680 31,680 31,680 47,520 47,520 199,540

39,600 39,600 39,600 39,600 59,400 59,400 249,480

47,520 47,520 47,520 47,520 71,280 71,280 299,420

1,320 1,320 1,320 1,320 1,980 1,980 8,360

1,540 1,540 1,540 1,540 2,310 2,310 9,680

770 770 770 770 1,210 1,210 4,950

各附属設備ごとに、1使用時間区分7,700円（全日については、23,100円）を

超えない範囲内において規則で定める額 
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 亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３７号 

 

亀岡市立病院の使用料及び手数料

に関する条例の一部を改正する条

例 

 

 亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する条

例（平成１６年亀岡市条例第１０号）の一部を

次のように改正する。 

 

 第３条の表中「５，１４０円以内」を  

「５，２３０円以内」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市立病院の使

用料及び手数料に関する条例の規定は、令和

元年１０月１日以後の利用に係る使用料につ

いて適用し、同日前の利用に係る使用料につ

いては、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３８号 

 

職員の懲戒の手続及び効果に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭

和３０年亀岡市条例第１２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第２条第４号を次のように改める。 

⑷ 公益財団法人 亀岡市スポーツ協会（平

成２４年４月１日に公益財団法人亀岡市体

育協会という名称で設立された法人をい

う。） 

 

   附 則 

 

 この条例は、令和元年７月１日から施行する。 

 

「掲示済」 
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第８９４号令和元年７月１６日発行 

 

規 則 
 

 亀岡市こども医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   令和元年６月１０日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２２号 

 

亀岡市こども医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市こども医療費助成条例施行規則（平成５年亀岡市規則第２６号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第３条第２号中「出生の日から６歳に達する日以後最初の３月３１日までの間にある者が」を削

り、同条第３号中「６歳に達する日以後最初の４月１日」を「前号の場合において、３歳に達する

日の属する月の翌月の初日」に、「３，０００円」を「１，５００円」に改め、同条第４号を削る。 

 別記第１号様式中 

「                    「 
 

                    を                    に、 
 

                   」                    」 

「 
 

                                     を 
 

                                    」 

「 
 

                                     に改め、 
 

                                    」 

同様式備考を次のように改める。 

備考 自書による場合は、押印を省略することができます。 

   「加入保険」欄の記入については、健康保険証の写しの添付に代えることができます。 

 別記第２号様式を次のように改める。 

亀岡市 
□申請者の住所と同じ 

 亀岡市 

国保・国組・国退・政管・69条の7・健康組合・船員・共済 

国保 ・ 協会健保 ・ 組合保険 ・ 船員 ・ 共済 
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第
２
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）
 

（
表
）
 

こ
 

こ
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
 

 
 

入
院

外
 

年
 
 
 
 
月
末
ま
で
有
効

入
院
 

年
 
 
 
 
月
末
ま
で
有
効

負
担

者
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

公
費

負
担

医
療

の
受

給
者

番
号
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受 給 者 

居
住

地
 
京
都
府
亀
岡
市
 

氏
名
 
 

 

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

有
効

期
間
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

発
行

機
関

名

及
び

印
 

京
都
府
 

 
亀
岡
市
長
 

 
 

亀
岡
市

長
之
印

交
付

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
こ
の
証
は
、
京
都
府
以
外
で
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
 

 

こ
 

こ
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
 

 
 

亀
 
岡
 
市
 
独
 
自
 
制
 
度
 

入
院

外
 

年
 
 
 
 
月
末
ま
で
有
効

負
担

者
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

公
費

負
担

医
療

の
受

給
者

番
号
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受 給 者 

居
住

地
 
京
都
府
亀
岡
市
 

氏
名
 
 

 

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

有
効

期
間
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

発
行

機
関

名

及
び

印
 

京
都
府
 

 
亀
岡
市
長
 

 
 

亀
岡
市

長
之
印

交
付

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
こ
の
証
は
、
京
都
府
以
外
で
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
 

（
裏

）
 

 

 
出
生
の

日
か
ら
１
５
歳
に
達
す
る
日
以
後
最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
が

入
院
に
係
る

医
療
の
給

付
を
受
け
る
場
合
及
び
出
生
の
日
か
ら
３
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日

ま
で
の
間
に

あ
る
者
が
入
院
外
に
係
る
医
療
の
給
付
を
受
け
る
場
合
 

 
注

意
事

項
 

 
１
 
こ
の
証
は
、
保
険
医
療
機
関
等
に
保
険
の
自
己
負
担
金
の
う
ち
下
記
の
３
に
示
す
一
部
負
担
金
を
支
払
い
、
受
診
す
る
こ
と
が
で
き

る
証
で
す
か
ら
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
診
療
を
受
け
る
場
合
（
３
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
１
５
歳
に
達
す
る
日
以
後

最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
（
以
下
「
３
歳
以
上
の
者
」
と
い
う
。）

が
入
院
外
の
診
療
を
受
け
る
場
合
を
除
く
。）

は
、

被
保
険
者
証
（
又
は
組
合
員
証
）
に
添
え
て
こ
の
証
を
必
ず
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

３
 
こ
の
証
で
医
療
を
受
け
た
と
き
は
、
保
険
医
療
機
関
等
ご
と
に
、
次
の
一
部
負
担
金
を
支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

 
入

院
 
 
１
ヵ
月
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２
０
０
円
 

 
入
院
外
（
３
歳
以
上
の
者
以
外
の
者
）
 

 
 
 
 
 
 
各
月
の
最
初
の
診
療
日
に
・
・
・
２
０
０
円
 

４
 
氏
名
、
居
住
地
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
１
４
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え
て
市
長
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

５
 
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
又
は
そ
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
１
４
日
以
内
に
市
長
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

６
 
こ
の
証
を
破
っ
た
り
、
汚
し
た
り
又
は
失
っ
た
り
し
た
と
き
は
再
交
付
を
う
け
て
く
だ
さ
い
。
 

７
 
有
効
期
間
を
経
過
し
た
と
き
又
は
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
証
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
速
や
か
に
市
長

に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
 

８
 
不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

９
 
往
診
の
際
の
車
代
、
薬
の
容
器
代
、
個
室
専
用
料
な
ど
保
険
の
給
付
外
で
あ
る
も
の
は
こ
ど
も
医
療
の
支
給
対
象
と
は
な
ら
な
い
の

で
ご
承
知
く
だ
さ
い
。
 

  
３
歳
に

達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
１
５
歳
に
達
す
る
日
以
後
最
初
の

３
月
３
１
日

ま
で
の
間
に
あ
る
者
が
入
院
外
に
係
る
医
療
の
給
付
を
受
け
る
場
合
 

 
注

意
事

項
 

 
１
 
こ
の
証
は
、
保
険
医
療
機
関
等
に
保
険
の
自
己
負
担
金
の
う
ち
下
記
の
３
に
示
す
一
部
負
担
金
を
支
払
い
、
受
診
す
る
こ
と
が
で
き

る
証
で
す
か
ら
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 
３
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
１
５
歳
に
達
す
る
日
以
後
最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
が
、
保
険

医
療
機
関
等
に
お
い
て
診
療
を
受
け
る
場
合
は
、
被
保
険
者
証
（
又
は
組
合
員
証
）
に
添
え
て
こ
の
証
を
必
ず
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
 

３
 
こ
の
証
で
医
療
を
受
け
た
と
き
は
、
保
険
医
療
機
関
等
ご
と
に
、
次
の
一
部
負
担
金
を
支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

 
入
院
外
 
 
各
月
の
最
初
の
診
療
日
に
・
・
・
２
０
０
円
 

※
複
数
の
保
険
医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
な
ど
、
入
院
外
の
診
療
に
つ
い
て
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
っ
た
自
己
負
担
金
の
額
が
１
カ

月
合
算
し
て
１
，
５
０
０
円
を
超
え
た
と
き
は
、
そ
の
超
過
額
に
つ
い
て
、
こ
ど
も
医
療
費
の
助
成
を
市
長
に
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
 

４
 
氏
名
、
居
住
地
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
１
４
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え
て
市
長
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

５
 
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
又
は
そ
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
１
４
日
以
内
に
市
長
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

６
 
こ
の
証
を
破
っ
た
り
、
汚
し
た
り
又
は
失
っ
た
り
し
た
と
き
は
再
交
付
を
う
け
て
く
だ
さ
い
。
 

７
 
有
効
期
間
を
経
過
し
た
と
き
又
は
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
証
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
速
や
か
に
市
長

に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
 

８
 
不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

９
 
往
診
の
際
の
車
代
、
薬
の
容
器
代
、
個
室
専
用
料
な
ど
保
険
の
給
付
外
で
あ
る
も
の
は
こ
ど
も
医
療
の
支
給
対
象
と
は
な
ら
な
い
の

で
ご
承
知
く
だ
さ
い
。
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 別記第４号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の別記第１号様式及び別記第４号様式につ

いては、当分の間、これを使用することができる。 

 

「掲示済」 

第４号様式（第８条関係） 

こ ど も 医 療 費 助 成 申 請 書 

受 
 

給 
 

者 

該当するも
のに○をし
てください 

入 院 ・ 入院外（通院） 

被 

保 

険 

者 

被保険者氏名
 

３歳未満・就学前・小学生・中学生・多子世帯

受 給 者 
証 番 号 

       

保 険 者 名

 

住 所 

□申請者と同住所 

亀岡市 (保険者番号) （              ） 

氏 名 
            申請者との続柄
            （     ）

記 号 ・ 番 号  

生 年 月 日         年   月   日 種 類  国保・
協会

・
組合

・船員・共済
 

    健保 保険 

 下記診療報告書により、こども医療の助成を申請します。 

 なお、本申請に関して、加入する健康保険の保険者や医療機関等に対して、亀岡市が確認を行うことに同意します。 

        年   月   日 

                               〒    － 

                            住所 

 

                     申 請 者  氏名                   ㊞ 

                     （保護者）  電話       （    ） 

 （宛先）亀岡市長 

振
込
口
座 

金 融 機 関 名 種別 口座番号        

           銀行 
           農協         本店
         信用金庫         支店
           金庫 

普通 口座名義人 

（カタカナ）
 

医
療
機
関
記
入
欄 

診療報告書（総医療点数は保険診療適用分についてのみ記入してください。） 

診 療 月      年    月分 
診     療
実  日  数 日 氏 名  

診 療 の 
種 類 

医科（     ）・歯科・
調剤・その他 他 法 負 担          点  （        円） 

入 院 ・ 
入院外の別 入院 ・ 入院外 所 在 地  

総 医 療 
点 数 

 
 

内当該月の[初回点数 ]

 
           点 
 
 
 
（          点）

名     称
開 設 者 氏 名

 
                     ㊞ 

自 己 負 担 額  

        年  月  日  上記のとおり報告します。 

※ 

決 
 

定 

国 保 
社 保 自己負担額 ① 高額療養費 ② 附加給付額 ③ 一部負担額 ④ 

１ 割 
２ 割 
３ 割 円 円 円 円 
公 費 負 担 

⑤ 円
支 給 決 定 額
①－②－③－④－⑤ 円 

備 考 
 審

査
印

 

（注）・ 太枠のみすべてご記入ください。                  ※欄は記入しないでください。 
 この申請書は、医療機関で現金を支払った場合に提出するものです。 

・ 領収書の添付が必要です。（ただし、領収書の添付が不可能な場合は、必ず上記診療報告書欄に、医療機関等で
証明をもらってください。） 

・ 当該月の初回点数は、一部負担金を算出するためのものです。 
・ 申請は、受診された翌月以降に行ってください。また、同月分の申請は必ずまとめて行ってください。 
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 市民ホール使用規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２３号 

 

市民ホール使用規則の一部を改正する規則 

 

 市民ホール使用規則（平成２年亀岡市規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

 

    「         「 

 

 

 

 

 別表中         を         に改める。 

 

 

 

 

            」         」 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の市民ホール使用規則の規定は、令和元年１０月１日以後の使用に係る

使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

円

3,240

1,080

460

540

1,620

210

1,080

108

21

円

3,300

1,100

470

550

1,650

220

1,100

110

22
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 職員の公益的法人等への派遣等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２４号 

 

職員の公益的法人等への派遣等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 職員の公益的法人等への派遣等に関する規則（平成１４年亀岡市規則第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 別表中 

「 

公益財団法人亀岡市体育協会（平成２４年４月１日に公益財団法人亀岡市体

育協会という名称で設立された法人をいう。） 

                                     」 

を 

「 

公益財団法人亀岡市スポーツ協会（平成２４年４月１日に公益財団法人亀岡

市体育協会という名称で設立された法人をいう。） 

                                     」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市税条例の特例に関する条例施行規則を

ここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２５号 

 

亀岡市税条例の特例に関する条例

施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、亀岡市税条例の特例に関

する条例（令和元年亀岡市条例第２１号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 親会社 他の企業の財務及び営業又は事

業の方針を決定する機関（株主総会その他

これに準じる機関をいう。以下「意思決定

機関」という。）を支配している企業をい

う。 

⑵ 子会社 前号の他の企業をいい、親会社

及び子会社又は子会社が、他の企業の意思

決定機関を支配している場合における当該

他の企業も、その親会社の子会社とみなす。 

⑶ その他の用語は、条例に定める意義と同

様とする。 

 （指定の申請手続） 

第３条 条例第３条及び第４条の規定により特

例措置の指定を受けようとする者は、次に掲

げる書類を添えて、当該宿泊施設及び製造施

設の開業日から３箇月以内に指定申請書（別

記第１号様式）を市長に提出しなければなら

ない。ただし、当該申請は、親会社が子会社

と共同で立地しようとするときは、連名によ

り提出することができる。 

⑴ 法人の登記事項証明書の写し（法人の場

合に限る。）又は代表者の住民票の写し

（法人でない場合に限る。） 

⑵ 定款の写し又はこれに類するもの（法人

の場合に限る。） 

⑶ 企業概要（パンフレット等） 

⑷ 直近事業年度の決算書 

⑸ 事業概要説明書 

⑹ 計画図面（位置図・平面図・立面図） 

⑺ 建設工事実績書及び工事請負契約書の写

し 

⑻ 申請日現在の新規常用雇用者が記載され

た従業員名簿及び開業に係る新規常用雇用

者数一覧表 

⑼ 市税完納証明書（申請日現在） 

⑽ 条例第５条第３項に規定する経済団体が

発行する会員を証するもの 

⑾ 条例第３条第１項及び第４条に規定する

地域経済牽引事業計画の写し 

⑿ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項第８号における従業員名簿には、次の

各号に掲げる事項を記載しなければならない。 

⑴ 氏名 

⑵ 住所 

⑶ 入社年月日 

⑷ 雇用保険番号 

３ 増設の場合、当該宿泊施設又は製造施設の

開業日から起算して６箇月前の日の時点にお

ける常時雇用従業員（雇用保険法（昭和４９

年法律第１１６号）第４条第１項に規定する

被保険者をいう。）の名簿を併せて提出しな

ければならない。 

４ 条例第３条に規定する固定資産税の課税免

除に係る固定資産のうち、土地については、

立地された宿泊施設の開業日から起算して５
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年前の日から当該宿泊施設の開業日までの期

間内に取得されたものとする。 

５ 条例第４条に規定する固定資産税の課税免

除に係る固定資産のうち、土地については、

事業計画の承認以後に取得した土地であって、

その取得の日の翌日から起算して１年以内に

当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設

の着手がなされた土地に限るものとする。 

６ 条例第５条第１項第１号及び第２項第１号

に規定する新規常用雇用者並びに同条第１項

第２号及び第２項第２号に規定する新規常用

雇用者のうち、本市に住所を有する者（以下

「新規市内雇用者」という。）の人数は、立

地された宿泊施設又は製造施設の開業日現在

の人数とする。 

７ 増設の場合、条例第５条第１項第１号及び

第２項第１号に掲げる要件の確認は、本条第

３項に規定する常時雇用従業員の名簿と本条

第１項第８号に規定する開業日現在の新規常

用雇用者が記載された従業員名簿との比較を

もって行うものとする。 

８ 条例第５条第１項第２号及び第２項第２号

に規定する新規市内雇用者は、立地された宿

泊施設又は製造施設の開業日から起算して６

箇月前の日から当該宿泊施設又は製造施設の

開業日までの期間内に雇入れされた者とする。 

 （指定の通知） 

第４条 市長は、条例第６条の規定による申請

があったときは、条例第１３条に規定する審

査会の意見を聴くとともに、当該内容につい

て審査し、必要に応じて現地調査を行い、指

定書（別記第２号様式）によりその結果を申

請者に通知するものとする。 

 （固定資産税の課税免除申請） 

第５条 条例第３条及び第４条の規定により特

例措置の指定を受けようとする者は、年度ご

とに、当該年度の最初の納期限までに固定資

産税課税免除申請書（別記第３号様式）を市

長に提出しなければならない。 

 （変更届） 

第６条 指定の通知を受けた宿泊施設事業者又

は製造事業者が、申請事項を変更しようとす

るときは当該変更が生じた日から１０日以内

に変更を証する書類を添えて変更届（別記第

４号様式）を、事業の休止又は廃止しようと

するときは事業休廃止届（別記第５号様式）

を市長に提出しなければならない。 

 （承継の届出） 

第７条 事業を承継した者は、条例第９条第１

項の規定により事業承継届（別記第６号様

式）に次に掲げる書類を添えて、速やかに市

長に提出しなければならない。 

⑴ 承継の事実を証する書類 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

 （取消し等の通知） 

第８条 市長は、条例第１０条の規定により指

定を取り消したときは、指定取消書（別記第

７号様式）を指定を取り消した宿泊施設事業

者又は製造事業者に交付するものとする。 

２ 市長は、条例第１０条の規定により特例措

置の全部若しくは一部を取り消し、又は停止

した場合は、特例措置取消等通知書（別記第

８号様式）により通知するものとする。 

 （審査会の組織） 

第９条 審査会は、委員８人以内をもって組織

する。 

２ 委員は、学識経験者、商工業、経済関係機

関等の代表者並びに行政機関の関係者のうち

から市長が委嘱又は任命する。 

３ 委員の任期は、２年以内とする。なお、委

員に欠員が生じた場合における補欠委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第１０条 審査会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員のうちから市長が

指名する委員をもって充てる。 



 
亀 岡 市 公 報 

 37

第８９４号令和元年７月１６日発行 

３ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があ

るときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第１１条 審査会は、必要に応じて会長が招集

し、会長がその議長となる。 

２ 審査会の会議は、委員の過半数が出席しな

ければ開くことができない。 

３ 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数

で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 会長は、審査会の会議において必要がある

と認められるときは、委員以外の者を会議に

出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又

は資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第１２条 審査会の庶務は、産業観光部商工観

光課において処理する。 

 （その他） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、必要

な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（亀岡市宿泊施設の立地促進に関する条例施

行規則の廃止） 

２ 亀岡市宿泊施設の立地促進に関する条例施

行規則（平成３０年亀岡市規則第３１号）は、

廃止する。 
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別
記
第

１
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

  
（
宛

先
）
亀
岡
市
長
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
請
者
 
所
 
在
 
地
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
事
業
者

名
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
者

名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

㊞
 

  

指
定

申
請

書
 

  
亀

岡
市
税
条
例

の
特
例

に
関
す

る
条
例
第
３

条
及
び
第

４
条

の
規

定
に
よ

る
特
例
措
置

の
指
定
事

業
者

と

し
て

指
定
を
受

け
た
い
の

で
、
亀

岡
市
税
条
例

の
特
例
に

関
す

る
条

例
施
行

規
則
第
３
条

の
規
定
に

よ
り

、

下
記
の

と
お
り
関
係
書
類
を
添
え
て

申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
事

業
者
概
要
 

事
業

者
の

名
称
 

 

事
業

者
の

所
在

地
 

〒
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
話
 

資
本

金
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
円
 

設
立

又
は

開
業

日
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 

 
月

 
 
 
日
 

業
種
 

直
近

の
財

務
状

況
 

売
上
 

経
常
利
益
 

純
利
益
 

円
 

円
 

円

２
 
施

設
の
概
要
 

施
設

の
名

称
 

 

施
設

の
種

類
 

□
 

宿
泊
施
設
 
 
 
 
□
 
製

造
施
設
 

施
設

の
所

在
地
 

〒
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
 

土
地

の
所

有
区

分
 

買
取
 
 
 

 
 
 
 
 
㎡
・
借
地
 
 

 
 
 
 
 
㎡
 

敷
地

面
積
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
㎡
 

建
築

面
積
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
㎡
 

延
床

面
積
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
㎡
 

構
造

・
階

数
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
造
 
・

 
 

 
 
階
建
 

宿
泊

施
設

の
客

室
数
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
室
 

建
設

期
間
 

 
 
着
手
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 

 
月

 
 
 
日
 

 
 
完
了
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 

 
月

 
 
 
日
 

開
業

年
月

日
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 

 
月

 
 
 
日
 

投
下

固
定

資
産

総
額
 

 
 
土
 
 
地

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
円
 

 
 
家
 
 
屋

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
円
 

 
 
償
却
資
産

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
円
 

 
 
合
 
 
計

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
円
 

※
投
下
固
定
資
産
総
額

を
証
す

る
書
類
を
添
付
の
こ

と
 

新
規

常
時

雇
用

者
数
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
人
 

 
う
ち
新
規
市

内
雇
用
者
数
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
人
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３
 
各

種
計
画
 

    

事
業

計
画
 

   ※
開

業
日

か
ら

５
年

先
ま

で
の

目
標

を
具

体
的
に
記
載
の
こ
と
。
 

 

    

雇
用

計
画
 

   ※
開

業
日

か
ら

５
年

先
ま

で
の

目
標

を
具

体
的
に
記
載
の
こ
と
。
 

 

環
境
配
慮
に
関
す
る

計
画
 

 

 

第
２
号

様
式

（
第
４
条
関
係
）
 

  
亀
岡

市
指

令
 
第
 
 
 
 
号
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
様
 

  

指
定

書
 

   
 

 
 
 
 
年

 
 
月
 
 

日
付
け
で

申
請

の
あ

り
ま
し
た

指
定
事
業
者

の
指
定
に
つ

い
て
、
亀
岡

市
税

条
例

の
特
例
に
関

す
る
条
例
施

行
規
則
第

４
条

の
規

定
に
よ
り

、
下
記
の
と

お
り
指
定
事

業
者
と
し
て

指
定

し
ま
す

。
 

  
 
 

 
 

 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

亀
岡
市
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
□印

 

  

記
 

  １
 
指

定
番

号
 
 
 
 
 
 
 

亀
岡
市

指
令
 
第
 
 
 
 
号
 

  ２
 
指

定
事

業
者

の
名

称
 

  ３
 
指

定
事

業
者
の
所
在
地
 

  ４
 
施

設
の

名
称
 

  ５
 
施

設
の

所
在

地
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第
３
号
様
式
（

第
５

条
関
係
）

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月
 
 
日

 
（
宛
先
）
亀

岡
市

長
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
申
請
者
 
所
 
在
 地

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事
業
者
名
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
者
名
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
電
話
 
 

 
 
 
 

 
 
 
）
 

 

固
定

資
産

税
課

税
免

除
申

請
書
 

  
亀

岡
市
税
条
例

の
特
例
に
関
す

る
条
例
第
３

条
及
び
第
４

条
の
規
定
に

よ
り
、
下
記

の
と

お
り
固

定
資

産

税
の
課
税
免
除

に
つ

い
て
申
請

し
ま
す
。
 

 

記
 

課
税

免
除
の
適
用
を
受

け
る
年
度
 

 
 
 
 
 
 
年

度
 

通
知
書
番
号
 

 

対
象
と
な
る
施
設

の
詳
細
 

名
 
称
 

 

所
在
地
 

 

開
業
日
 

 

固 定 資 産 の 内 訳 

 
所
在

地
 

地
番

 
地
目
又
は
 

家
屋
番
号
 

地
積
又
は
 

床
面
積
 

構
造
及
び
 

用
途
 

取
得
年
月

日
 

土 地 

 
 

 
 

－
 

 

 
 

 
 

－
 

 

 
 

 
 

－
 

 

 
 

 
 

－
 

 

 
 

 
 

－
 

 

家 屋 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

償 却 資 産 

資
産
の
種
類
 

資
産
の
名
称
 

数
量
 

取
得
価
格
 

取
得
年
月
日

耐
用
年
数

構
築
物
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

※
記
入
欄
に
書

き
き

れ
な
い
場

合
は
、「

別
紙
の
と
お
り
」
と
該
当
欄
に
記
載
し
、
別
紙
に
て
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
 

第
４
号

様
式

（
第
６
条
関
係
）
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

  
（
宛

先
）

亀
岡
市
長
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申
請

者
 
所

 在
 
地
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
事

業
者
名
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
代

表
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

㊞
 

  

変
更

届
 

  
 

 
 
 
 
年

 
 
月
 
 

日
付
け
亀

岡
市

指
令

 
第
 
 

 
 
号
で
指

定
を
受
け
た
指

定
事
業
者

に
係

る
申

請
事
項
を
変

更
し
た
い
の

で
、
亀
岡

市
税

条
例

の
特
例
に

関
す
る
条
例

施
行
規
則
第
６

条
の
規
定

に
よ

り
、
下

記
の

と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
指

定
事

業
者

の
名

称
 

 
 
及

び
指

定
番

号
 

  ２
 
指

定
事

業
者
の
所
在
地
 

  ３
 
変

更
年

月
日
 

  ４
 
変

更
の

理
由
 

  ５
 
変

更
事

項
 

  ６
 
添

付
書

類
 

 
 
 

 
変

更
内
容
が
明
確
と
な
る
書
類
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第
５

号
様
式
（
第
６
条
関
係
）
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

  
（

宛
先
）
亀
岡
市
長
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申
請
者
 
指
定
番
号
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所
 
在
 地

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事
業
者
名
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

  

事
業

休
廃

止
届
 

  
 

 
 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

付
け
亀
岡
市

指
令
 
第
 
 

 
 
号
で
指

定
事
業
者
の
指

定
を

受
け
ま

し

た
が

、
下
記
の
と

お
り

事
業
を
休

止
・
廃
止
し

た
い
の
で
、
亀

岡
市
税
条
例

の
特
例
に
関
す

る
条

例
施
行

規

則
第

６
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

 

記
 

 

休
止

・
廃

止
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 

 
日
 

休
止

・
廃

止
の

理
由

及
び

概
要
 

 

今
後

の
事

業
計

画
 
 

  

第
６

号
様
式
（
第
７
条
関
係
）
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 （
宛

先
）
亀
岡
市
長
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承
継
者
 
所
 
在
 地

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事
業
者
名
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

  

事
業

承
継

届
 

  
 

 
 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

付
け
亀
岡
市

指
令
 
第
 
 

 
 
号
で
指

定
を
受
け
た
指

定
事

業
者
の

事

業
を

承
継
し
た
の

で
、

亀
岡
市
税

条
例
の
特
例

に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
第

７
条
の
規
定
に

よ
り

、
下
記

の

と
お

り
届
け
出
ま
す
。
 

 

記
 

 

承
継

年
月

日
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

指
定

番
号
 

 
亀

岡
市
指
令
 
第
 
 
 
 
号
 

被
承

継
者
 

 

承
継

の
内

容
 

 

承
継

の
理

由
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第
７

号
様
式
（
第
８
条
関
係
）
 

  
亀

岡
市
指
令
 
第
 
 
 
 
号
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指
定
番
号
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

  

指
定

取
消

書
 

   
 

 
 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

付
け
亀
岡
市

指
令
 
第
 
 

 
 
号
で
指

定
し
た
指
定
事

業
者

の
指
定

に

つ
い

て
は
、
亀
岡

市
税

条
例
の
特

例
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則

第
８
条
の
規

定
に
よ
り
、
下

記
の

と
お
り

取

り
消

し
ま
す
。
 

  
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
亀
岡
市
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□印

 

  

記
 

 

取
消

年
月

日
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

取
消

理
由
 

 

  

第
８

号
様
式
（
第
８
条
関
係
）
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
亀
岡
市
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□印

 

  

特
例

措
置

取
消

等
通

知
書

 

  
亀

岡
市
税
条
例

の
特

例
に
関
す

る
条
例
施
行

規
則
第
８
条
の

規
定
に
よ
り

、
下
記
の
と
お

り
特

例
措
置

を

（
 
取

り
消
し
た
 
・
 
停
止
し
た
 
）
の
で
、
通
知
し
ま
す
。
 

 

記
 

 

指
定

番
号
 

亀
岡
市
指
令
 
第
 
 
 
 
号
 

指
定
事

業
者
 

名
称
 

 

所
在

地
 

 

施
設

の
名

称
 

 

施
設

の
所

在
地
 

 

取
消
し
・
停
止
 

年
月

日
 

 

事
由
 

亀
岡
市
税
条
例
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
１
０
条

第
 
 
号
に
該
当

取
消

し
・
 

停
止

の
内

容
 

１
 
全
部
・
一
部
の
別
 

２
 
取
消
し
又
は
停
止
し
た
部
分
（
一
部
の
場
合

）
 

３
 
停
止
期
間
 

  
「
掲
示
済
」
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 亀岡市都市公園有料公園施設使用規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２６号 

 

亀岡市都市公園有料公園施設使用

規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市都市公園有料公園施設使用規則（平成

１８年亀岡市規則第２０号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 別表第１第１号（コインロッカーの項及び温

水シャワーの項を除く。）中「２１０」を 

「２２０」に、「５４０」を「５５０」に、

「 １ ， ３５ ０ 」 を「 １ ， ３７ ０ 」 に、   

「１００」を「１１０」に、「３２０」を 

「３３０」に、「８１０」を「８２０」に改め、

同表第２号（コインロッカーの項及び温水シャ

ワーの項を除く。）中「５，１８０」を  

「 ５ ， ２８ ０ 」 に、 「 １ ，０ ８ ０ 」を    

「１，１００」に、「１００」を「１１０」に、

「４３０」を「４４０」に、「３２０」を 

「３３０」に、「５４０」を「５５０」に改め、

同表第３号中「５４０」を「５５０」に、 

「 １ ， ０８ ０ 」 を「 １ ， １０ ０ 」 に、   

「１００」を「１１０」に、「１，６２０」を

「１，６５０」に改め、同表第４号（温水シャ

ワーの項を除く。）中「３５０」を「３６０」

に、「１００」を「１１０」に、「８９０」を

「 ９ １ ０ 」 に 、 「 ２ ， １ ６ ０ 」 を     

「 ２ ， ２０ ０ 」 に、 「 ５ ，４ ０ ０ 」を   

「５，５００」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の亀岡市都市公園有

料公園施設使用規則の規定は、令和元年１０

月１日以後の附属設備の使用に係る使用料に

ついて適用し、同日前の附属設備の使用に係

る使用料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市告示第１２７号 

 

 ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助

金交付要綱を次のように定める。 

 

   令和元年６月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守

る支援補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、京都・亀岡ふるさと力向

上基金条例（平成２０年亀岡市条例第２７

号）に基づき積み立てた基金を活用して、ふ

るさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助金

（以下「補助金」という。）を予算の範囲内

において交付することについて、亀岡市補助

金等交付規則（昭和４１年亀岡市規則第５

号）に定めるもののほか必要な事項を定める

ものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「歴史文化遺産」と

は、次に掲げるものをいう。 

⑴ 亀岡市文化財保護条例（昭和４３年亀岡

市条例第４３号）第２条に規定する文化財 

⑵ 文化芸術基本法（平成１３年法律第  

１４８号。以下「法」という。）第１０条

に規定する伝統芸能 

⑶ 法第１２条に規定する生活文化及び国民

娯楽のうち伝統的なもの 

⑷ 法第１３条に規定する文化財等 

⑸ 法第１４条に規定する地域固有の伝統芸

能及び民俗芸能 

 （補助金交付選考会） 

第３条 補助金の交付対象及び補助金の交付対

象事業について意見を聴取するため、ふるさ

と亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助金交付

選考会（以下「選考会」という。）を設置す

る。 

２ 選考会は、歴史文化遺産に知見を有する者

及び職員のうちから若干名をもって組織する。 

 （交付対象） 

第４条 補助金の交付対象は、第２条で定める

歴史文化遺産（昭和２０年以前のものに限

る。）で、選考会の意見を聞いて市長が適当

と認めた事業に係るものを所有又は管理する

団体又は個人（以下「対象者」という。）と

する。 

 （補助金基準） 

第５条 この補助金は、寄附者が指定した歴史

文化遺産を守る支援の寄附金額の１０分の７

に相当する額（その額に１，０００円未満の

端数が生じたときは、これを切り捨てた額）

を上限として交付するものとする。 

 （交付対象事業） 

第６条 補助金の交付対象となる事業は、次の

各号に掲げるものとする。 

⑴ 災害により被災した歴史文化遺産の修復

事業 

⑵ 地域交流・活性化の拠点と位置付けられ

る歴史文化遺産の保存・活用事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当するものは、補助対象事業としな

い。 

⑴ 宗教的活動、政治的活動、選挙活動その

他公序良俗に反する活動を含む事業 

⑵ 飲食を含む事業 

⑶ 慰労又は親睦を目的とする事業 

⑷ 前項に規定する補助対象事業として、社

会通念上認められる範囲を超える事業 

 （寄附金額通知） 
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第７条 市長は、毎年１月１日から１２月３１

日までの寄附金額について、当該期間終了後

速やかに第５条に規定する補助金基準により

算定し、ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る

支援補助金寄附金額通知書（別記第１号様

式）により対象者に通知するものとする。た

だし、寄附者の氏名等については、当該寄附

者の同意を得た場合に限り、対象者に通知す

るものとする。 

 （交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする対象者

（以下「補助対象者」という。）は、ふるさ

と亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助金交付

申請書（別記第２号様式）に必要書類を添え

て、市長が別に定める日までに市長に提出し

なければならない。 

 （交付決定） 

第９条 市長は、前条に規定する交付申請書を

受理したときは、選考会の意見を聞いて必要

な審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、

ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助

金交付決定通知書（別記第３号様式）により

補助対象者に通知するものとする。 

 （補助金の変更交付申請） 

第１０条 補助対象者は、補助金の交付決定通

知を受けた後に申請内容に変更がある場合は、

ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助

金変更交付申請書（別記第４号様式）に必要

書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

 （補助金の変更承認及び通知） 

第１１条 市長は、前条の変更交付申請書を受

理したときは、選考会の意見を聞いて、必要

な審査を行い、補助金の変更の可否について

決定をし、適当と認めるときは、ふるさと亀

岡の歴史文化遺産を守る支援補助金変更承認

通知書（別記第５号様式）により当該補助対

象者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１２条 補助対象者は、交付対象事業が完了

したときは、速やかにふるさと亀岡の歴史文

化遺産を守る支援補助金実績報告書（別記第

６号様式）に必要書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

 （交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助対象者が偽りの交付申

請その他の不正の手段により補助金の交付を

受けたと認めたときは、補助金の交付を取り

消すことができる。 

 （交付金の返還） 

第１４条 市長は、前条の規定により補助金の

交付決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関し、期限を定めてその補

助金の返還を求めるものとする。 

 （報告及び調査） 

第１５条 市長は、補助対象者に対し、この交

付金に係る必要な事項について報告を求め、

又は職員に実施調査をさせることができる。 

 （その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要

な事項は市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 
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 亀岡市告示第１２８号 

 

 ふるさと亀岡自治活動応援交付金交付要綱

（平成３０年亀岡市告示第１５７号）の一部を

次のように改正する。 

 

   令和元年６月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第３条中「２分の１」を「１０分の７」に改

める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施し、平成３１

年１月１日以降に寄附され、令和元年度以降に

自治会に対して交付する交付金から適用する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１２９号 

 

 亀岡市職員のハラスメントの防止等に関する

要綱（平成２３年亀岡市告示第１３４号）の一

部を次のように改正する。 

 

   令和元年６月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第６条第２項中「管理監督者となった職員」

の次に「その他職責等を考慮して市長が定める

職員」を加える。 

 第７条に次の１項を加える。 

４ 市長は、職員以外の者であって職員からハ

ラスメントを受けたと思料するものからの苦

情相談を受けるものとし、当該苦情相談の迅

速かつ適切な処理を行わせるため、相談員と

して、人事課長及びその者が指名する職員を

充てるものとする。この場合において、当該

苦情相談の処理については、別に定めるもの

とする。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３０号 

 

 令和元年度亀岡市国民健康保険料の基礎賦課

額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金

賦課額の保険料率を次のとおり決定したので、

亀岡市国民健康保険条例（昭和３４年亀岡市条

例第７号）第１６条第３項、第１６条の６の５

第３項及び第１６条の１０第３項の規定により

告示する。 

 

   令和元年６月３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 基礎賦課額の保険料率 

 所 得 割      100分の7.27 

 被保険者均等割       24,500円 

 世 帯 別 平 等 割       16,920円 

 世帯別平等割半額        8,460円 

 世帯別平等割４分の３額    12,690円 
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２ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

 所 得 割      100分の2.78 

 被保険者均等割        9,250円 

 世 帯 別 平 等 割        6,390円 

 世帯別平等割半額        3,200円 

 世帯別平等割４分の３額     4,800円 

 

３ 介護納付金賦課額の保険料率 

 所 得 割       100分の2.69 

 被保険者均等割        11,050円 

 世帯別平等割         5,560円 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和元年６月４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「西町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 井上 健哉 

２ 変更年月日 

   平成３１年４月２７日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 亀岡市告示第１３２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和元年６月４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「篠町西山区自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 長谷川 忠良 

２ 変更年月日 

   平成３１年４月２０日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和元年６月４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 
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「吉川町吉田西区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 赤田 雅光 

２ 変更年月日 

   令和元年５月１１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和元年６月４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「東別院町南掛区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 三浦 享浩 

２ 変更年月日 

   平成３１年４月６日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 亀岡市告示第１３５号 

 

 亀岡市移住支援金交付要綱を次のように定め

る。 

 

   令和元年６月１０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市移住支援金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市長は、本市への移住及び定住を促進

するため、京都府と府内市町村とが共同で作

成した地域再生計画（地域再生法（平成１７

年法律第２４号）第５条第１項に規定する地

域再生計画をいう。）に基づき本市が国及び

京都府と連携して実施する移住支援事業につ

いて、亀岡市補助金等交付規則（昭和４１年

亀岡市規則第５号）及びこの要綱の定めると

ころにより、予算の範囲内で亀岡市移住支援

金（以下「支援金」という。）を交付する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神

奈川県の区域をいう。 

⑵ 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地

域を含む市（地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２５２条の１９第１項の指定

都市を除く。）町村の地域をいう。 

ア 離島振興法（昭和２８年法律第７２

号）第２条第１項の規定により指定され

た離島振興対策実施地域 

イ 山村振興法（昭和４０年法律第６４

号）第７条第１項の規定により指定され

た振興山村の地域 
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ウ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和

４４年法律第７９号）第４条第１項に規

定する小笠原諸島 

エ 半島振興法（昭和６０年法律第６３

号）第２条第１項の規定により指定され

た半島振興対策実施地域 

オ 過疎地域自立促進特別措置法（平成 

１２年法律第１５号）第２条第１項に規

定する過疎地域 

⑶ 移住者 本市に住民基本台帳法（昭和 

４２年法律第８１号）第２２条第１項に規

定する転入をした者であって、次のいずれ

かに該当するものをいう。 

ア 転入をした日の前日において引き続き

５年以上東京都区部（東京都の特別区の

存する区域をいう。以下同じ。）内に住

所を有していた者 

イ 転入をした日の前日において引き続き

５年以上東京圏内（条件不利地域を除

く。）に住所を有し、かつ、転入をした

日の３月前の日において引き続き５年以

上、東京都区部内に所在する事業所にお

いて業務に従事していた者（当該事業所

において業務に従事しなくなった日から

転入をした日までの間に京都府の区域外

（東京都区部を除く。）に所在する事業

所において業務に従事していた者を除

く。） 

⑷ 移住先就業 次に掲げる要件を全て満た

す就業をいう。 

ア 京都府移住支援事業補助金交付要綱

（平成３１年京都府告示第１６５号）の

規定に基づき、京都府知事が指定する法

人（以下「指定法人」という。）に雇用

保険法第４条第１項で規定する被保険者

として新たに雇い入れられること。 

イ 指定法人の事業所（東京圏外又は条件

不利地域内に所在するものに限る。）に

おいて業務に従事すること。 

ウ 移住者の３親等以内の親族が代表者、

取締役などの経営を担う職務を務めてい

る法人における就業でないこと。 

エ 有期又は週２０時間未満の無期雇用契

約に基づく就業でないこと。 

オ 京都府ＵＩＪターンナビ又は他の都道

府県のマッチングサイトに掲載された、

本事業の対象となる旨が明示された求人

に応募したことで開始された就業である

こと。 

カ 指定法人が京都府知事の指定を受けた

日以降に指定法人の求人に応募したこと

で開始された就業であること。 

⑸ 移住先起業 次に掲げる要件を全て満た

す法人の設立又は個人が行う事業の開始で

あって、京都府知事が別に定める起業支援

金の交付決定を受けたものをいう。 

ア 法人にあっては当該法人の本店又は主

たる事務所の所在地が、個人にあっては

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第

２２９条の届出書を提出した税務署長の

管轄区域が東京圏外又は条件不利地域内

であること。 

イ 京都府内の区域内で事業を実施してい

ると認められること。 

 （支援対象者） 

第３条 支援の対象となる者（以下「支援対象

者」という。）は、次の各号に掲げる要件を

全て満たす移住者とする。 

⑴ 移住先就業又は移住先起業をした者 

⑵ 平成３１年４月１日以降に本市に転入し、

転入をした日以後３月を経過した日から本

市に転入をした日後１年を経過する日まで

の間に、本市に対して支援金の交付を申請

した者 

⑶ 支援金の交付を申請した日から、本市に

継続して５年以上居住する意思を有してい
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る者 

⑷ 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡

市条例第２４号）に掲げる暴力団員等でな

い者 

⑸ 日本国籍を有する者又は外国籍を有して

おり、かつ、永住者、日本人の配偶者等、

永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永

住者のいずれかの在留資格を有している者 

⑹ 移住先就業にあっては、支援金の交付申

請をした日において、就業先との雇用契約

期間が３月以上であり、継続して５年以上

就業する意思を有している者 

⑺ 京都府農業振興事業費補助金交付要綱

（昭和３５年京都府告示第９２８号）にお

いて規定する、移住に伴う移転等に要する

経費を補助対象経費とする補助金を受給し

ていない者 

 （支援金の額） 

第４条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分

に応じ当該各号に定める額以内とする。 

⑴ 支援対象者が属する世帯の世帯員の数が

２以上の場合 １００万円 

⑵ 前号に掲げる場合以外の場合 ６０万円 

 （交付申請） 

第５条 支援金の交付を受けようとする者（以

下「申請者」という。）は、亀岡市移住支援

金交付申請書（別記第１号様式）及び当該申

請に係る関係書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

 （交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があっ

たときは、その内容を審査の上、交付の可否

を決定し、亀岡市移住支援金交付決定通知書

（別記第２号様式）により申請者に通知する

ものとする。 

 （支援金の請求） 

第７条 前条の規定により交付決定を受けた者

は、亀岡市移住支援金交付請求書（別記第３

号様式）により市長に請求するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

ると認める場合は、支援金の交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

⑵ 偽りその他不正な手段により支援金の交

付決定を受けたとき。 

⑶ その他市長が不適当と認めたとき。 

 （支援金の返還） 

第９条 市長は、支援金の交付決定を取り消し

た場合において、当該取消しに係る部分に関

し既に支援金の交付を受けた者が次の各号の

いずれかに該当するときは、支援金の全額又

は半額の返還を命じることができる。ただし、

やむを得ない事情があるものとして市長が認

めた場合は、この限りでない。 

⑴ 全額の返還 

ア 虚偽の申請をしたとき。 

イ 支援金の申請をした日から３年未満に

本市から転出したとき。 

ウ 支援金の申請をした日から１年以内に

移住先就業を行っている事業所を退職し

たとき。 

エ 前条の規定により支援金の交付決定を

取り消されたとき。 

⑵ 半額の返還 支援金の申請をした日から

３年以上５年以内に本市から転出したとき。 

 （その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な

事項については、市長が別に定めるものとす

る。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施し、平成３１

年４月１日から適用する。 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 54 

第８９４号令和元年７月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別
記
第
１
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）
 

  
（
宛
先

）
亀
岡

市
長
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
年
 

 
月
 

 
日

 

亀
岡
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。
 

 

⑴
 

移
住
支
援
金
の
申
請
に
当
た
っ
て
、
虚

偽
の

内
容
を
申
請
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

：
全
額
 

 

⑵
 

移
住
支
援
金
の
申
請
日
か
ら
３
年
未
満

に
亀

岡
市
以
外
の
市
区
町
村
に
転
出
し
た
場
合

：
全
額
 

 

⑶
 

移
住
支
援
金
の
申
請
日
か
ら
１
年
以
内

に
移

住
支
援
金
の
要
件
を
満
た
す
職
を
辞
し
た

場
合
：
全
額

 

⑷
 

亀
岡
市
移
住
支
援
金
交
付
要
綱
に
基
づ

く
交

付
決
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
：
全
額
 

 

⑸
 

移
住
支
援

金
の
申
請
日

か
ら

３
年

以
上
５

年
以
内
に
亀
岡

市
以
外
の
市

区
町
村
に
転

出
し
た
場

合
：

半
額
 

 

別
紙
２
 

 

京
都
府

移
住

支
援
事
業
に
係
る

個
人
情
報
の
取
扱
い
 

   
京
都
府
及
び

亀
岡

市
は
、
移

住
支
援
事
業
の
実
施
に
際
し
て
得
た
個
人
情
報
に

つ
い
て
、

京
都
府

及
び
本

市
が
定
め
る
個

人
情

報
保
護
条

例
等
の
規
定
に
基
づ
き
適
切
に
管
理
し
、
本
事
業

の
実
施
の
た

め
に

利
用
し

ま
す
。
 

 
ま
た
、
京
都

府
及

び
亀
岡
市

は
、
当
該
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
他
の
都
道
府
県
に
お
い
て
実

施
す

る
移
住

支
援
事
業
の
円

滑
な

実
施
、
国

へ
の
実
施
状
況
の
報
告
等
の
た
め
、
国
、
他
の
都

道
府
県
、
他

の
市

区
町
村

に
提
供
し
、
又

は
確

認
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
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第８９４号令和元年７月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別
紙
３
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

  
（
宛
先
）

亀
岡
市
長
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
所
 在

 地
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
事
業
者
名
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
代
表
者
名

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

㊞
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
電
話
番
号
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
担
 当

 者
 

  

就
業

証
明
書
（

亀
岡
市
移
住
支
援
金

の
申
請
用
）
 

  
下
記
の
と

お
り
相
違

な
い
こ
と

を
証
明
し

ま
す
。
 

 

記
 

 

勤
務
者
名
 

 

勤
務
者

住
所
 

 

勤
務

先
所
在
地
 

 

勤
務
先
電
話

番
号
 

 

就
業
開
始
年

月
日
 

 

応
募
受
付
年

月
日
 

 

雇
用
形
態
 

週
２

０
時
間
以

上
の
無
期
雇
用
 

勤
務

者
と

代
表

者
又

は

取
締

役
な

ど
の

経
営

を

担
う

者
と
の

関
係
 

３
親
等

以
内
の
親
族

に
該
当
し

な
い
 

 
移

住
支
援
事

業
に

関
す
る

事
務

の
た
め

、
勤

務
者
の

勤
務
状

況
な

ど
の
情

報
を

、
京
都

府
及

び
亀
岡

市
の

求
め
に
応
じ

て
、
京
都

府
及
び
亀

岡
市
に
提

供
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
勤
務
者

の
同
意
を

得
て
い
ま

す
。
 

第
２

号
様
式
（

第
６
条
関
係
）

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
第
 

 
 
 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
年
 

 
月
 
 
日

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
亀
岡
市

長
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
□印

 

  

亀
岡
市

移
住
支
援
金

交
付
（
不
交

付
）
決
定
通
知

書
 

  
 

 
 
 

年
 

 
月
 

 
日
付

け
で
申

請
の

あ
り
ま

し
た
亀

岡
市
移

住
支

援
金
に
つ

い
て

、
下
記

の
と

お

り
決

定
し
た
の

で
通
知
し
ま
す

。
 

 □
交

付
 

 
 

交
付
決
定

額
 
 
 
 
金

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
円
 

 （
備

考
）
 

１
 

下
記
の
い

ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
認

め
る
場
合
は
、
支
援
金

の
全
額
又
は

半
額
の
返
還

を
請
求
し

ま
す
。

・
申
請
に
当

た
っ
て
、
虚
偽
の
内
容
を
申
請
し
た
こ

と
が
判
明
し

た
場
合
：
全

額
 

・
申
請
日
か

ら
３
年
未

満
に
亀
岡
市
以
外

の
市
区
町

村
に
転
出
し

た
場
合
：
全

額
 

・
申
請
日
か

ら
１
年
以

内
に
移
住
支
援
金
の
要
件
を

満
た
す
職
を

辞
し
た
場
合

：
全
額
 

・
亀
岡
市
移

住
支
援
金

交
付
要
綱
に
基
づ
く
交
付
決

定
を
取
り
消

さ
れ
た
場
合

：
全
額
 

・
申
請
日
か

ら
３
年
以

上
５
年
以
内
に
亀
岡
市
以
外

の
市
区
町
村

に
転
出
し
た

場
合
：
半
額
 

 ２
 

亀
岡
市

は
、

京
都
府

移
住
支

援
事
業

が
適

切
に
実

施
さ
れ

た
か
ど

う
か

等
を
確
認

す
る

た
め
、

必
要

な

事
項

の
報

告
を
求

め
、

及
び
関

係
す
る

場
所
に

立
入

調
査
を
行

い
ま

す
。
報

告
及
び

立
入
調

査
に

応
じ

な

い
場

合
、

虚
偽
の

内
容

を
申
請

し
た
も

の
と
推

定
し

、
備
考
１

に
定

め
る
返

還
請
求

を
行
う

場
合

が
あ

り

ま
す
。
 

 □
不

交
付
 

 
 

理
由
 

    

管
理

コ
ー
ド
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第８９４号令和元年７月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              「掲示済」 

 

第３号様式（第７条関係） 

 

                                  年  月  日

 

 （宛先）亀岡市長 

 

 

                       住   所 

                   請求者 氏   名          ㊞ 

                       （電話番号） 

 

 

亀岡市移住支援金交付請求書 

 

     年  月  日付け   第    号で交付決定を受けた亀岡市移住支援金に

ついて、亀岡市移住支援金交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求額    金          円 

 

２ 振込先 

金 融機 関名 

           銀  行             本 店

           金  庫             支 店

           信用組合             支 所

           農  協             出張所

預 金 種 別 普通 ・ 当座 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義  
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 亀岡市告示第１３６号 

 

 亀岡市空家等対策の推進に関する条例（平成

３０年亀岡市条例第２６号）第１８条第１項の

規定により、緊急安全措置を講じたので、同条

第３項の規定により次のとおり告示する。 

 

   令和元年６月１２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 対象とした空家等 

所在地  亀岡市篠町野条イカノ辻南２９ 

用 途  不明（住宅焼失のため） 

構 造  不明（住宅焼失のため） 

２ 緊急安全措置の実施内容 

 対象とした空家等敷地から接する市営住宅

敷地へ越境する植栽の幹及び枝部分の状況の

是正 

３ 緊急安全措置の実施日 

令和元年５月３１日（金） 

４ 緊急安全措置に要した費用 

 この措置を講じた際に要した費用はない。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和元年６月１３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「西別院町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 西村  滿 

２ 変更年月日 

   平成３１年４月２０日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和元年６月１３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「東別院町城山台区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 塚本 秀隆 

２ 変更年月日 

   平成３１年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８９４号令和元年７月１６日発行 

 亀岡市告示第１３９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和元年６月１３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「薭田野町太田区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 石野 行男 

２ 変更年月日 

   令和元年５月２６日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１４０号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和元年６月１３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「河原林町中町区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 別所 裕之 

２ 変更年月日 

   平成３１年４月２１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１４１号 

 

市道路線の区域変更に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のように変

更する。 

 なお、その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において令和元年６月１４日から令

和元年６月２８日まで一般の縦覧に供する。 

 

   令和元年６月１４日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 路線番号   ０１２８１ 

２ 路 線 名   東竪北古世線 

３ 道路の変更区域 

変 更 区 間 
変 更
前後別

変更区間最小幅員 変更区間 
延  長 

備  考 
変更区間最大幅員

亀岡市北古世町2丁目191番2先から 

亀岡市北古世町2丁目189番1先まで 
前 

5.00ｍ
44.00ｍ 

変更後路線幅員 

最小 2.00ｍ 

最大 9.21ｍ 

変更後路線延長 

    511.24ｍ

5.00ｍ

亀岡市北古世町2丁目191番2先から 

亀岡市北古世町2丁目189番1先まで 
後 

2.00ｍ
44.00ｍ 

2.00ｍ

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１４２号 

 

 亀岡市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨

時・特別給付金支給事業実施要綱を次のように

定める。 

 

   令和元年６月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市未婚の児童扶養手当受給者

に対する臨時・特別給付金支給事

業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、「未婚の児童扶養手当受

給者に対する臨時・特別給付金支給要領」

（平成３１年４月１日付け子発０４０１第９

号厚生労働省子ども家庭局長通知）に基づき、

子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり

親に対して、臨時・特別の給付措置として実

施する、未婚の児童扶養手当受給者に対する

臨時・特別給付金支給事業に関し、必要な事

項を定める。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨

時・特別給付金 前条の目的を達するため

に、亀岡市（以下「市」という。）によっ

て贈与される給付金をいう。 

⑵ 支給対象者 別記１に掲げる未婚の児童

扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金

が支給される者をいう。 

（未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・

特別給付金の支給等） 

第３条 市は、支給対象者に対し、この要綱の

定めるところにより、未婚の児童扶養手当受

給者に対する臨時・特別給付金を支給する。 

２ 前項の規定により支給対象者に対して支給

する未婚の児童扶養手当受給者に対する臨

時・特別給付金の金額は、１７，５００円と

する。 

 （申請受付開始日及び申請期限） 

第４条 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨

時・特別給付金に係る市の申請受付開始日は、

次条第２項各号に掲げる申請方式ごとに市長

が別に定める日とする。 

２ 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前

項の規定により定められた申請受付開始日の

うち最も早い日から４箇月とする。 

 （申請及び支給の方式） 

第５条 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨

時・特別給付金の支給を受けようとする者

（以下「申請者」という。）は、別記２の規

定に基づき、未婚の児童扶養手当受給者に対

する臨時・特別給付金申請書（請求書）（別

記第１号様式又は別記第２号様式。以下「申

請書」という。）により申請を行う。 

２ 申請者による申請及び市による支給は、次

の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

この場合、第３号に掲げる申請方式は、申請

者が金融機関に口座を開設していないこと、

金融機関から著しく離れた場所に居住してい

ることその他第１号又は第２号に掲げる方式

による支給が困難な場合に限り行う。 

⑴ 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送に

より市に提出し、市が申請者から通知され

た金融機関の口座に振り込む方式 

⑵ 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓

口に提出し、市が申請者から通知された金

融機関の口座に振り込む方式 

⑶ 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵

送により、又は市の窓口において市に提出

し、市が当該窓口で現金を交付することに
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より支給する方式 

３ 市長は、第１項の規定による申請の際、必

要に応じて、戸籍謄本その他の書類を提出さ

せること等により、当該申請者が別記１に掲

げる支給対象者に該当するか確認を行う。 

４ 市長は、第１項の規定による申請の際、必

要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出

させ、又は提示させること等により、当該申

請者の本人確認を行う。 

 （代理による申請） 

第６条 代理により前条第１項の申請を行うこ

とができる者は、当該申請者の指定した者で

あると認められる者その他市長が別に定める

方法により適当と認める者とする。 

 （支給の決定） 

第７条 市長は、第５条第１項の規定により提

出された申請書を受理したときは、令和元年

１０月３１日の翌日以後、速やかに内容を確

認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対

し、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨

時・特別給付金を支給する。 

（未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・

特別給付金の支給等に関する周知） 

第８条 市長は、未婚の児童扶養手当受給者に

対する臨時・特別給付金支給事業の実施に当

たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請

受付開始日等の事業の概要について、広報そ

の他の方法による住民への周知を行う。 

 （申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第９条 市長が前条の規定による周知を行った

にもかかわらず、支給対象者から第４条第２

項の申請期限までに第５条第１項の申請が行

われなかった場合、当該支給対象者が未婚の

児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付

金の支給を受けることを辞退したものとみな

す。 

２ 市長が第７条の規定による支給決定を行っ

た後、申請書の不備による振込不能等があり、

市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書

の補正が行われないことその他支給対象者の

責に帰すべき事由により支給ができなかった

ときは、当該申請は取り下げられたものとみ

なす。 

 （不当利得の返還） 

第１０条 市長は、未婚の児童扶養手当受給者

に対する臨時・特別給付金の支給を受けた後

に支給対象者の要件に該当しなくなった者又

は偽りその他不正の手段により未婚の児童扶

養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支

給を受けた者に対し、支給を行った未婚の児

童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金

の返還を求める。 

 （受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１１条 未婚の児童扶養手当受給者に対する

臨時・特別給付金の支給を受ける権利は、譲

り渡し、又は担保に供してはならない。 

 （その他） 

第１２条 この要綱の実施のために必要な事項

は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 
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第８９４号令和元年７月１６日発行 

別記（第２条、第５条関係） 

 

１ 支給対象者 

⑴ 亀岡市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金（以下「給付金」という。）は、

令和元年１１月分の児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）による児童扶養手当（以下

「児童扶養手当」という。）の支給に係る監護等児童（同法第５条第２項に規定する監護等児

童をいう。以下同じ。）の父又は母（当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。）のうち、

令和元年１０月３１日（以下「基準日」という。）において婚姻をしたことがない者で、基準

日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないもの又は

基準日において当該父若しくは母と当該事情にあった者の生死が明らかでないものに対して支

給する。 

⑵ 前号の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、同表の右欄に掲

げる者に対して支給する。ただし、既に前号に規定する者に対して給付金の支給が決定されて

いる場合には、この限りでない。 

前号に規定する者が死亡した場合

（この号の規定により給付金を支給

される者が、当該者に対して給付金

の支給が決定される日までの間に死

亡した場合を含む。） 

基準日において左欄に掲げる者の

監護等児童であった者 

 

２ 支給の申請 

⑴ 市から令和元年１１月分の児童扶養手当を支給される者は、市に対して支給の申請を行う。 

⑵ 前号の規定にかかわらず、次に掲げる者は、市に対して支給の申請を行う。 

 第１項第２号の表の左欄に掲げる場合における同表の右欄に掲げる者（当該者に係る第１項

第１号に規定する者がこの項の規定により、市に対して支給の申請を行うこととなる場合に限

る。） 
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別
記

第
１
号
様

式
（

第
５
条
関

係
）

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
※

基
準

日
（

10
月

3
1日

）
前

申
請

用
 

未
婚
の

児
童

扶
養

手
当

受
給
者

に
対

す
る

臨
時

・
特

別
給

付
金
 

申
請

書
（

請
求

書
）

 

  
 

 
（
宛
先
）
亀

岡
市
長

 

１
．
申

請
・
請
求

者
 

記
入

日
 

 
 
 

 
年
 
 
月

 
 
日

（
 
フ
 
リ

 
ガ

 
ナ

 
）

 
性
別
 

生
年
月
日
 

現
住

所
 

氏
 
 

 
名
 

男
・
女

 

昭
和
・

平
成

 
  
 

年
 
 
月

 
 
日
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
電

話
 

 
（
 

 
 

）
 

 
㊞
 

 
＊

記
名

押
印

に
代

え
て
署

名
す

る
こ

と
が

で
き
ま

す
。

 

 ※
裏

面
の

事
項

(1
)～

(7
)に

誓
約

・
同

意
の

上
、

申
請

し
ま

す
。
 

証
書
番
号
 

 

２
．

受
取

方
法

（
希

望
す

る
受

取
方

法
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
（
□

）
に

『
✓

』
を

入
れ

て
、

必
要

事
項

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

□
Ａ
 

児
童

扶
養

手
当

振
込

口
座

へ
の

振
込

み
を

希
望

（
受

取
口

座
記

入
欄

へ
の

記
入

は
不

要
で

す
。

）
 

 □
Ｂ
 

指
定

の
金

融
機

関
口

座
（
原

則
、

１
．

の
申

請
・
請

求
者

の
口

座
と

し
ま

す
。

）
へ

の
振

込
み

を
希

望
 

※
Ｂ

を
選

択
し

た
場

合
は

本
人

確
認

書
類

と
振

込
先

金
融

機
関

口
座

確
認

書
類

の
両

方
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

（
裏

面
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
）
。

 

【受
取

口
座

記
入

欄
】受

取
方

法
と

し
て

Ｂ
を

選
ん

だ
場

合
の

み
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
 

 
金

 
融
 
機

 
関
 
名
 

支
 

店
 
名
 

分
類
 

口
 
座
 
番
 

号
 

(右
詰
め
で
お
書
き
く
だ
さ
い
。
) 

（
フ

 
リ

 
ガ

 
ナ

 
）

 

 
口
 
座

 
名
 
義
 

 
 

1
.
銀

行
 

5
.農

協
 

2
.
金

庫
 

6
.漁

協
 

3
.
信

組
 

7
.信

漁
連

 
4
.
信

連
 

本
・
支
店
 

本
・
支
所
 

出
張
所
 

1
普
通

 
 

2
当
座

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
金

融
機
関

番
号
 

 
 

 
 

店
番

号
 

 
 

 

※
ゆ

う
ち

ょ
銀

行
を

選
択

さ
れ

た
場

合
は

、
「
振

込
用

の
店

名
・
預

金
種

目
・口

座
番

号
（７

桁
）
」（

通
帳

見
開

き
下

部
に

記
載

）を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

※
長

期
間

入
出

金
の

な
い

口
座

を
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
 

□
Ｃ
 

現
金

に
よ

る
支

給
を

希
望

 
（
金

融
機

関
の

口
座

が
な

い
方

、
金

融
機

関
か

ら
著

し
く

離
れ

た
場

所
に

住
ん

で
い

る
方

の
み

と
な

り
ま

す
。

） 

※
Ｃ

を
選

択
し

た
場

合
は

本
人

確
認

書
類

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
（裏

面
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
）。

 

申
請

取
下

げ
書

 

 
記
入
日
 

 
 

 
 
年
 
 
月

 
 
日
 

 

 １
．
申

請
者
 

（
 
フ

 
リ

 
ガ

 
ナ

 
）

 

氏
 
 
 
名
 

 
㊞
 
 

 
＊

記
名

押
印

に
代

え
て

署
名

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
 

※
基

準
日

（
1
0
月

3
1
日

）
よ

り
前

に
、

以
下

の
事

項
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

っ
た

た
め

、
申

請
を

取
り

下
げ

ま
す

。
 

□
(
1)

 
給

付
金

の
支

給
要

件
に

該
当

し
な

く
な

っ
た

。
 

□
(
2)

 
転

出
等

に
よ

り
給

付
金

を
申

請
す

る
自

治
体

に
変

更
が

あ
っ

た
。

 

（
裏

面
も

必
ず
確

認
し
て

く
だ

さ
い

。
）
 

受
付

印
 

受
付

印
 

【
誓

約
・

同
意
事
項

】
 

□
(1

) 
申
請

日
に

お
い

て
、

こ
れ

ま
で

に
婚

姻
（
婚

姻
の

届
出

を
し

た
も

の
）

を
し

た
こ

と
は

あ
り

ま
せ

ん
。

 
□

(2
) 
未
婚

の
児

童
扶

養
手

当
受

給
者

に
対

す
る
臨

時
・
特
別

給
付

金
の

支
給
要

件
に

該
当

す
る

見
込

み
で

す
。
な

お
、
申

請
の

後
、

基
準
日

（
1
0月

3
1
日

）
よ

り
前

に
、
給

付
金

の
支

給
要

件
に

該
当

し
な

く
な

っ
た

場
合

、
又

は
転

出
等
に

よ
り

給
付

金
を

申
請

す
る
自

治
体

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、
こ

の
申

請
書

を
取

り
下

げ
ま

す
。

 
（
支

給
要
件
）
 

①
令

和
元
年
11
月

分
の
児
童

扶
養
手
当
の

支
給
を
受

け
る
父
又
は
母
 

②
基

準
日
に
お

い
て
、
こ
れ

ま
で
に
婚
姻

（
婚
姻
の

届
出
を
し
た
も
の
）
を

し
た
こ
と
が
な
い
者
 

③
基

準
日
に
お

い
て
、
事
実

婚
を
し
て
い

な
い
者
又

は
事
実
婚
の
相
手
方
の

生
死
が
明
ら
か
で
な
い

者
 

□
(3

) 
未
婚

の
児

童
扶

養
手

当
受

給
者

に
対

す
る
臨

時
・
特

別
給

付
金

の
支

給
要

件
の
該

当
性

等
を

審
査

す
る

た
め

、
市

区
町

村
が

必
要
な

税
情

報
等

の
公

簿
等

の
確

認
を

行
う
こ

と
や

必
要

な
資

料
を

他
の

行
政

機
関

等
に

求
め

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

 
□

(4
) 
公
簿

等
で

確
認

で
き

な
い

場
合

は
、

関
係
書

類
の

提
出

を
行

い
ま

す
。

 
□

(5
) 
こ
の

申
請

書
は

、
市

区
町

村
に

お
い

て
支
給

決
定

を
し

た
後

は
、

給
付

金
の

請
求

書
と

し
て

取
り

扱
い

ま
す

。
 

□
(6

) 
市
区

町
村

が
支

給
決

定
を

し
た

後
、
申
請

書
の

不
備

に
よ

る
振

込
不

能
等

の
事
由

に
よ

り
支

払
が

完
了

せ
ず

、
か

つ
、
令

和
2
年

1月
3
1日

ま
で

に
、
市
区

町
村

が
申

請
・
請

求
者

に
連

絡
・

確
認
で

き
な

い
場

合
に

は
、
市

区
町

村
は

当
該

申
請

が
取

り
下

げ
ら
れ

た
も

の
と

み
な

し
ま

す
。

 
□

(7
) 
給
付

金
の

支
給

後
、

平
成

3
0
年

の
所

得
額

が
変
更

と
な

り
児

童
扶

養
手

当
の

所
得

制
限

限
度

額
以

上
に

な
っ
た

場
合

な
ど

、
未

婚
の

児
童

扶
養

手
当

受
給

者
に

対
す

る
臨

時
・
特

別
給

付
金
の

支
給

要
件

に
該

当
し

な
い

こ
と

が
判
明

し
た

場
合

に
は

、
給

付
金
を

返
還

し
ま

す
。

 
 

 

支
給

要
件

確
認

書
類

 

 

※
戸

籍
そ

の
他

必
要
な
書

類
 

 

申
請

内
容

確
認

書
類

 

 

（
２

．
受

取
方

法
に

Ｂ
・

Ｃ
を

選
択

し
た

場
合

は
、

本
人

確
認

書
類

を
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。
）
 

 

※
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

、
運

転
免
許
証

、
旅
券

等
の

写
し

 

 

振
込

先
金

融
機

関
口

座
確

認
書

類
 

 

（
２
．

受
取

方
法

に
Ｂ

を
選

択
し

た
場

合
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。）
 

 

※
受
取

口
座

の
金

融
機

関
名

、
口

座
番

号
、
口
座

名
義
人

（
カ

ナ
）

が
分

か
る

通
帳

や
キ

ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー

ド
の
写

し
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第
２

号
様
式
（
第
５

条
関
係
）

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
※

基
準

日
（

10
月

3
1日

）
後

申
請

用
 

未
婚
の

児
童

扶
養

手
当

受
給

者
に

対
す

る
臨

時
・

特
別

給
付

金
 

申
請

書
（
請

求
書

）
 

  
 

 
（
宛
先
）
亀

岡
市

長
 

１
．

申
請

・
請

求
者

 
記
入
日
 

 
 
 

 
年
 
 
月

 
 
日

（
 
フ

 
リ
 
ガ

 
ナ

 
）

 
性
別
 

生
年
月

日
 

現
住
所
 

氏
 

 
 
名
 

男
・
女

 

昭
和

・
平

成
 

  
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

電
話
 

 
（
 

 
 

）
 

 
㊞

 

 
＊

記
名

押
印
に

代
え

て
署

名
す
る

こ
と

が
で

き
ま
す

。
 

 ※
裏

面
の

事
項

(1
)～

(7
)に

誓
約

・
同

意
の

上
、

申
請

し
ま

す
。
 

証
書

番
号
 

 

２
．

受
取

方
法

（
希

望
す

る
受

取
方

法
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
（
□

）
に

『
✓

』
を

入
れ

て
、

必
要

事
項

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

□
Ａ
 

児
童

扶
養

手
当

振
込

口
座

へ
の

振
込

み
を

希
望

（
受

取
口

座
記

入
欄

へ
の

記
入

は
不

要
で

す
。

）
 

 □
Ｂ
 

指
定

の
金

融
機

関
口

座
（
原

則
、

１
．

の
申

請
・
請

求
者

の
口

座
と

し
ま

す
。

）
へ

の
振

込
み

を
希

望
 

※
Ｂ

を
選

択
し

た
場

合
は

本
人

確
認

書
類

と
振

込
先

金
融

機
関

口
座

確
認

書
類

の
両

方
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

（裏
面

を
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

）
。

 

【受
取

口
座

記
入

欄
】
受

取
方

法
と

し
て

Ｂ
を

選
ん

だ
場

合
の

み
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
 

 
金
 
融
 
機
 
関
 
名
 

支
 
店
 
名
 

分
類
 

口
 
座

 
番
 
号
 

(右
詰
め
で
お
書
き
く
だ
さ
い
。
) 

（
フ

 
リ

 
ガ

 
ナ

 
）

 

 
口
 
座
 
名

 
義
 

 
 

1
.
銀

行
 

5
.
農

協
 

2
.
金

庫
 

6
.
漁

協
 

3
.
信

組
 

7
.
信

漁
連

 
4
.
信

連
 

本
・
支
店
 

本
・
支
所
 

出
張
所
 

1
普

通
 

 

2
当

座
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

金
融

機
関

番
号
 

 
 

 
 

店
番

号
 

 
 

 

※
ゆ

う
ち

ょ
銀

行
を

選
択

さ
れ

た
場

合
は

、
「
振

込
用

の
店

名
・預

金
種

目
・
口

座
番

号
（７

桁
）」

（
通

帳
見

開
き

下
部

に
記

載
）を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
長

期
間

入
出

金
の

な
い

口
座

を
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
 

□
Ｃ
 

現
金

に
よ

る
支

給
を

希
望

 
（
金

融
機

関
の

口
座

が
な

い
方

、
金

融
機

関
か

ら
著

し
く

離
れ

た
場

所
に

住
ん

で
い

る
方

の
み

と
な

り
ま

す
。

） 

※
Ｃ

を
選

択
し

た
場

合
は

本
人

確
認

書
類

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
（裏

面
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
）
。
 

（
裏
面
も

必
ず
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。
）
 

 

受
付

印
 

【
誓

約
・

同
意
事
項

】
 

□
(1

) 
基
準

日
に

お
い

て
、

こ
れ

ま
で

に
婚

姻
（
婚

姻
の

届
出

を
し

た
も

の
。
）

を
し

た
こ

と
は

あ
り

ま
せ

ん
。

 
□

(2
) 
未
婚

の
児

童
扶

養
手

当
受

給
者

に
対

す
る
臨

時
・

特
別

給
付

金
の

支
給

要
件

に
該

当
し

ま
す

。
 

（
支

給
要
件
）
 

①
令

和
元
年
11
月

分
の
児
童

扶
養
手
当
の

支
給
を
受

け
る
父
又
は
母
 

②
基

準
日
に
お

い
て
、
こ
れ

ま
で
に
婚
姻

（
婚
姻
の

届
出
を
し
た
も
の
。
）
を
し
た

こ
と
が
な

い
者
 

③
基

準
日
に
お

い
て
、
事
実

婚
を
し
て
い

な
い
者
又

は
事
実
婚
の
相
手
方
の

生
死
が
明
ら
か
で
な
い

者
 

□
(3

) 
未
婚

の
児

童
扶

養
手

当
受

給
者

に
対

す
る
臨

時
・
特

別
給

付
金

の
支

給
要

件
の
該

当
性

等
を

審
査

す
る

た
め

、
市

区
町

村
が

必
要
な

税
情

報
等

の
公

簿
等

の
確

認
を

行
う
こ

と
や

必
要

な
資

料
を

他
の

行
政

機
関

等
に

求
め

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

 
□

(4
) 
公
簿

等
で

確
認

で
き

な
い

場
合

は
、

関
係
書

類
の

提
出

を
行

い
ま

す
。

 
□

(5
) 
こ
の

申
請

書
は

、
市

区
町

村
に

お
い

て
支
給

決
定

を
し

た
後

は
、

給
付

金
の

請
求

書
と

し
て

取
り

扱
い

ま
す

。
 

□
(6

) 
市
区

町
村

が
支

給
決

定
を

し
た

後
、
申
請

書
の

不
備

に
よ

る
振

込
不

能
等

の
事
由

に
よ

り
支

払
が

完
了

せ
ず

、
か

つ
、
令

和
2
年

1月
3
1日

ま
で

に
、
市
区

町
村

が
申

請
・
請

求
者

に
連

絡
・

確
認
で

き
な

い
場
合

に
は

、
市

区
町

村
は

当
該

申
請

が
取

り
下

げ
ら
れ

た
も

の
と

み
な

し
ま

す
。

 
□

(7
) 
給
付

金
の

支
給

後
、

平
成

3
0
年

の
所

得
額

が
変
更

と
な

り
児

童
扶

養
手

当
の

所
得

制
限

限
度

額
以

上
に

な
っ
た

場
合

な
ど

、
未

婚
の

児
童

扶
養

手
当

受
給

者
に

対
す

る
臨

時
・
特

別
給

付
金
の

支
給

要
件

に
該

当
し

な
い

こ
と

が
判
明

し
た

場
合

に
は

、
給

付
金
を

返
還

し
ま

す
。

 

 

 

支
給

要
件

確
認

書
類

 

 

※
戸

籍
そ

の
他

必
要
な
書

類
 

 

申
請

内
容

確
認

書
類

 

 

（
２

．
受

取
方

法
に

Ｂ
・

Ｃ
を

選
択

し
た

場
合

は
、

本
人

確
認

書
類

を
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。
）
 

 

※
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

、
運

転
免
許
証

、
旅
券

等
の

写
し

 

 

振
込

先
金

融
機

関
口

座
確

認
書

類
 

 

（
２
．

受
取

方
法

に
Ｂ

を
選

択
し

た
場

合
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。）
 

 

※
受
取

口
座

の
金

融
機

関
名

、
口

座
番

号
、
口
座

名
義
人

（
カ

ナ
）

が
分

か
る

通
帳

や
キ

ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー

ド
の
写

し
 

 

「
掲
示
済
」
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 亀岡市告示第１４３号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市環境市民部保険医療課におい

て保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住     所 氏 名 

1 決定通知書 平成31年度 国民健康保険料 省略 省略 

2 決定通知書 平成31年度 国民健康保険料 省略 省略 

3 決定通知書 平成31年度 国民健康保険料 省略 省略 

4 決定通知書 平成31年度 国民健康保険料 省略 省略 

5 決定通知書 平成31年度 国民健康保険料 省略 省略 

6 決定通知書 平成31年度 国民健康保険料 省略 省略 

7 決定通知書 平成31年度 国民健康保険料 省略 省略 

8 決定通知書 平成31年度 国民健康保険料 省略 省略 

9 決定通知書 平成31年度 国民健康保険料 省略 省略 

10 決定通知書 平成31年度 国民健康保険料 省略 省略 

11 決定通知書 平成31年度 国民健康保険料 省略 省略 

12 決定通知書 平成31年度 国民健康保険料 省略 省略 

13 決定通知書 平成31年度 国民健康保険料 省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１４４号 

 

 亀岡市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

（昭和４８年亀岡市告示第３０号）の一部を次

のように改正する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第２条第１項の表１注を次のように改める。 

注 

１ 令和元年度については、平成３１年４月か

ら令和元年９月まで（以下「前期分」とい

う。）を補助対象期間とする。前期分の補助

限度額は、次の算式により減額して適用する。 

上記の単価×前期分の保育料の支払月数÷

１２（百円未満を四捨五入） 

２ 世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、

父母及びそれ以外の家計の主宰者である扶養

義務者の所得割課税額を合算する。 

３ 途中入園又は途中退園により、保育料が在

園期間に応じて支払われている場合の補助限

度額は、次の算式により減額して適用する。 

上記の単価×前期分の保育料の支払月数÷

１２（百円未満を四捨五入） 

４ 保護者が実際に支払った入園料及び保育料

の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該

支払額を限度とする。入園料及び保育料につ

いては、次の算式により額を算出し、補助限

度額の範囲内において補助金額を決定する。 

⑴ 入園料 

入園料×前期分の保育料の支払月数÷年

間在籍月数（百円未満を四捨五入） 

⑵ 保育料 

保育料×前期分の保育料の支払月数 

５ 市民税の所得割課税額については、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条

の７の規定による寄附金控除、同法第３１４

条の８の規定による外国税額控除、同法附則

第５条第３項の規定による配当控除及び同法

附則第５条の４第６項の規定による住宅借入

金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、

所得階層区分を決定する。 

６ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２５２条の１９第１項に規定する指定都市で

課税されている者は、地方税法第３１４条の

３の規定にかかわらず、地方税法及び航空燃

料譲与税法の一部を改正する法律（平成２９

年法律第２号）の規定による改正前の地方税

法第３１４条の３の規定による税率により算

出した所得割課税額及び税額控除額を用いて

所得階層区分を決定する。ただし、やむを得

ない場合は当該年度の税率により算出した所

得割課税額に８分の６を乗じた額で所得階層

区分を決定する。 

 第２条第１項の表２注を次のように改める。 

注 

１ 令和元年度については、前期分を補助対象

期間とする。前期分の補助限度額は、次の算

式により減額して適用する。 

上記の単価×前期分の保育料の支払月数÷

１２（百円未満を四捨五入） 

２ 世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、

父母及びそれ以外の家計の主宰者である扶養

義務者の所得割課税額を合算する。 

３ 途中入園又は途中退園により、保育料が在

園期間に応じて支払われている場合の補助限

度額は、次の算式により減額して適用する。 

上記の単価×前期分の保育料の支払月数÷

１２（百円未満を四捨五入） 

４ 保護者が実際に支払った入園料及び保育料

の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該

支払額を限度とする。入園料及び保育料につ

いては、次の算式により額を算出し、補助限

度額の範囲内において補助金額を決定する。 
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⑴ 入園料 

入園料×前期分の保育料の支払月数÷年

間在籍月数（百円未満を四捨五入） 

⑵ 保育料 

保育料×前期分の保育料の支払月数 

５ 市民税の所得割課税額については、地方税

法第３１４条の７の規定による寄附金控除、

同法第３１４条の８の規定による外国税額控

除、同法附則第５条第３項の規定による配当

控除及び同法附則第５条の４第６項の規定に

よる住宅借入金等特別税額控除前の所得割課

税額を用いて、所得階層区分を決定する。 

６ 区分５又は区分６に該当する世帯について

は、小学校１年生から３年生までの兄、姉を

１人有しており、就園している場合及び小学

校１年生から３年生までに兄、姉を２人以上

有している園児とする。なお、本来の就学年

齢が小学校４年生以上であっても、就学免除

等により小学校３年生までの学年に在籍する

兄、姉を有する園児については、第２子以降

の優遇措置の対象とする。 

７ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２５２条の１９第１項に規定する指定都市で

課税されている者は、地方税法第３１４条の

３の規定にかかわらず、地方税法及び航空燃

料譲与税法の一部を改正する法律（平成２９

年法律第２号）の規定による改正前の地方税

法第３１４条の３の規定による税率により算

出した所得割課税額及び税額控除額を用いて

所得階層区分を決定する。ただし、やむを得

ない場合は当該年度の税率により算出した所

得割課税額に８分の６を乗じた額で所得階層

区分を決定する。 

 第２条第１項の表３注を次のように改める。 

注 

１ 令和元年度については、前期分を補助対象

期間とする。前期分の補助限度額は、次の算

式により減額して適用する。 

上記の単価×前期分の保育料の支払月数÷

１２（百円未満を四捨五入） 

２ 世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、

父母及びそれ以外の家計の主宰者である扶養

義務者の所得割課税額を合算する。 

３ 途中入園又は途中退園により、保育料が在

園期間に応じて支払われている場合の補助限

度額は、次の算式により減額して適用する。 

上記の単価×前期分の保育料の支払月数÷

１２（百円未満を四捨五入） 

４ 保護者が実際に支払った入園料及び保育料

の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該

支払額を限度とする。入園料及び保育料につ

いては、次の算式により額を算出し、補助限

度額の範囲内において補助金額を決定する。 

⑴ 入園料 

入園料×前期分の保育料の支払月数÷年

間在籍月数（百円未満を四捨五入） 

⑵ 保育料 

保育料×前期分の保育料の支払月数 

５ 市民税の所得割課税額については、地方税

法第３１４条の７の規定による寄附金控除、

同法第３１４条の８の規定による外国税額控

除、同法附則第５条第３項の規定による配当

控除及び同法附則第５条の４第６項の規定に

よる住宅借入金等特別税額控除前の所得割課

税額を用いて、所得階層区分を決定する。 

６ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２５２条の１９第１項に規定する指定都市で

課税されている者は、地方税法第３１４条の

３の規定にかかわらず、地方税法及び航空燃

料譲与税法の一部を改正する法律（平成２９

年法律第２号）の規定による改正前の地方税

法第３１４条の３の規定による税率により算

出した所得割課税額及び税額控除額を用いて

所得階層区分を決定する。ただし、やむを得

ない場合は当該年度の税率により算出した所

得割課税額に８分の６を乗じた額で所得階層
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区分を決定する。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施し、令和元年

度分の補助金から適用する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１４５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「西別院町下ノ谷区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 鈴木  勲 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 亀岡市告示第１４６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「河原林町河原尻高野区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 湯浅 晴之 

２ 変更年月日 

   平成３１年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１４７号 

 

 子どもスポーツ検診補助金交付要綱（平成 

２９年亀岡市告示第１９０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第２条第１号中「亀岡市体育協会」を「亀岡

市スポーツ協会」に改める。 
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   附 則 

 

 この要綱は、令和元年７月１日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

公 告 
 

 亀岡市公告第２８号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に関する工事が完了したので、次

のとおり公告する。 

 

   令和元年６月７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事が完了した開発区域に含まれる地域 

 亀岡市篠町篠上西裏３９の５、４１の 

２３、４４、４５、市有地 

（関連区域） 

 亀岡市篠町篠上西裏４１の１の一部、 

５６の１の一部、市有地 

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称 

亀岡市大井町南金岐尾垣内９ 

株式会社三煌産業 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第２９号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第

６５号）第１８条第１項の規定により、農用地

利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規

定により公告し、その関係書類を次により縦覧

に供する。 

 

   令和元年６月１３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 
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１ 縦覧期間 

 令和元年６月１３日以後、常時備え置く

こととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第３０号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に関する工事が完了したので、次

のとおり公告する。 

 

   令和元年６月１３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事が完了した開発区域に含まれる地域 

 亀岡市篠町篠下西山２の２７、５０ 

（関連区域） 

 亀岡市篠町篠下西山２の５７、市有地 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

京都市南区西九条南田町４２ 

藤木 英幸 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第３１号 

 

亀岡市職員採用試験公告 

 

 亀岡市職員採用試験を次のとおり実施する。 

 

   令和元年６月１５日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 試験区分及び採用予定人数 

試験区分 

行政 

（かめおか・未来・チャレンジ方式）

土木Ⅰ（上級） 

採用予定人数 若干名 

 

２ 受験資格 

 ⑴ 次に該当する人が受験できる。 

   行政（土木Ⅰ）（上級） 

昭和５９年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期大学を含む。）に

おいて土木に関する専門課程を修得し卒業した人、又は令和２年３月３１日までに修得し卒

業する見込みの人 

 ⑵ 次に掲げる条件のいずれかに該当する人は受験することができない。 

ア 成年被後見人又は被保佐人 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での人 

ウ 公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

３ １次試験 

 ⑴ 方 法 

 個別面接試験、論文試験 

 ⑵ 日時・場所 

 令和元年７月２５日（木）午前９時２０分から『亀岡市役所』において行う。 

 ⑶ １次試験合格発表 

 令和元年７月下旬に通知する。 
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４ ２次試験 

 ⑴ 方 法 

   面接試験（人物能力や意欲等についての個別面接による試験） 

 ⑵ 日時・場所 

 令和元年８月６日（火）亀岡市役所内において行う。 

 詳しい時間、場所、提出書類等については、１次試験合格者に通知する。 

 ⑶ ２次試験合格発表 

 令和元年８月中旬（予定）に通知する。 

 

５ ３次試験 

 ⑴ 方 法 

   面接試験（人物能力や意欲等についての個別面接による試験） 

 ⑵ 日時・場所 

 令和元年８月２７日（火）亀岡市役所内において行う。 

 詳しい時間、場所、提出書類等については、２次試験合格者に通知する。 

 

６ 最終合格発表 

 令和元年９月上旬頃（予定）に通知する。 

 

７ 採 用 

 この試験の合格者は、職種ごとに作成する職員採用候補者名簿に登載し、令和２年４月１日以

降必要に応じ採用される。 

 なお、この名簿の有効期間は令和３年３月３１日までとする。 

 

８ 給 与 

（平成３１年４月 1日現在。ただし、地域手当を含む。） 

区 分 土 木 

大学卒 １９１，５４２円 

短大卒 １７４，０５２円 

 上記のほか、市職員の給与に関する条例等の規定に従い、通勤手当、期末・勤勉手当（いわゆ

るボーナス）等の諸手当が要件に応じて支給される。また、最終学校卒業後に職歴等がある場合

などは、基準により初任給に加算されることがある。 

 

９ 受験手続及び受付期間 

 ⑴ 申 込（郵送のみ） 

ア 申込みは、申込書、自己紹介書及び職務経歴書（職務経験がある人のみ）に必要事項を記

入し、最近６箇月以内に撮影した本人の写真（上半身脱帽、正面向タテ４㎝、ヨコ３㎝）を



 
亀 岡 市 公 報 

 74 

第８９４号令和元年７月１６日発行 

貼り、郵送で亀岡市市長公室人事課に提出することとする。 

イ 申込みを行う際は、必ず簡易書留で封筒の表に『採用試験受験』と朱書し、申込書等（申

込書、自己紹介書、職務経歴書）と返信用封筒（８２円切手を貼って、宛先を明記したも

の）を同封のうえ送付すること。 

ウ 心身に障害があり、受験に際して配慮が必要な場合は、あらかじめ連絡すること。 

 ⑵ 受付期間 

 申込みは、締切日を令和元年７月５日（金）とし、締切日の消印のあるものは有効とする。 

 

１０ 採用試験についての問い合わせ 

 受験手続、その他の不明な点は亀岡市市長公室人事課に問い合わせることとする。 

 〒６２１－８５０１ 京都府亀岡市安町野々神８番地 

 電話（０７７１）２２－３１３１（市役所代表）…（内線２９３４） 

 電話（０７７１）２５－５０１６（人事課直通） 

ＵＲＬ：http://www.city.kameoka.kyoto.jp 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第３２号 

 

 南丹都市計画生産緑地地区を変更するため、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条

第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により当該都市計画の案を次のとおり縦覧に供

する。 

 なお、当該都市計画の案について、住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに市長に意見

書を提出することができる。 

 

   令和元年６月１７日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類 

生産緑地地区 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

亀岡市篠町馬堀池ノ下・南垣内の一部 

亀岡市篠町馬堀向端の一部 
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３ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

４ 縦覧期間 

令和元年６月１７日から令和元年７月１日まで 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第３３号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和元年６月１９日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  区第1号 

⑵ 工 事 名  亀岡駅北地区駅前広場等整備工事（その2） 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市追分町一本木地内外 

⑷ 工 事 種 別  土木一式工事 

⑸ 工 事 概 要  土工                     一式 

           給水管   HIVPφ20、30、50        Ｌ＝552.9ｍ 

           雨水排管  VUφ200、300          Ｌ＝81.2ｍ 

           汚水排管  VUφ150、200          Ｌ＝54.9ｍ 

           照明灯   LED照明             Ｎ＝10基 

           電線管路  FEPφ30、40、50         Ｌ＝1449.2ｍ 

           ベンチ   ロングベンチ、サークルベンチ  Ｎ＝7基 

           車止め   H=800              Ｎ＝84基 

⑹ 予定価格（税込）  39,015,900円 

          【入札書比較価格（税抜） 35,469,000円】 

⑺ 工    期  契約日の翌日から令和元年10月31日まで 

⑻ 部 分 払  無 

⑼ 前 金 払  有（当該工事契約金額の40％以内（消費税法改正法第3条の規定に基づく

消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定に基づく地方消費
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税の税率の改正が施行されるまでに請求する場合は、落札金額に8％を乗

じた額の40％以内）保証事業会社の保証が必要） 

⑽ 中 間前金払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前金払

をしている工事については、工期の2分の1が経過していること・工程表に

より工期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事

に係る作業が行われていること・当該工事に係る既済作業に要する経費が

請負代金の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定さ

れた場合に限り、中間前金払（請負金額の20％以内（消費税法改正法第3

条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定

に基づく地方消費税の税率の改正が施行されるまでに請求する場合は、落

札金額に8％を乗じた額の20％以内）。また、保証事業会社の保証が必

要。）が請求できる。 

⑾ 最低制限価格  採用 

⑿ 入 札保証金  免除 

⒀ 契 約保証金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒁ 支給材料及び貸与品  無 

⒂ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 平成31年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「土木一式工事」の「Ａ等級」に認

定された者であり、希望順位1位の亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参加

は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事（土木一式工事）が 1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する平成30年4月1日以降に発注された土木一式工事の競争

入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものをいう。ただし、

随意契約、災害対象案件、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札したものは手持ち

工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の土木一式工事の競争入札で落札し

た業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 受注金額が1億円を超える場合は、入札に参加することができない。 

（※受注金額は、亀岡市が実施する平成31年4月1日以降に発注した土木一式工事、建築一式工

事及び水道施設工事における受注総計額とする。また、公告日から開札日までの間に、受注金
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額が1億円を超える場合は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失うこととする。ただ

し、契約変更の増減額は対象外とする。） 

⑸ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑹ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

⑵ 配置予定技術者調書 （別紙様式2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が4,000万円（建築一式は6,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書（別紙様式2）に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

令和元年6月19日（水） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和元年6月19日（水） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

令和元年6月25日（火） 

午前9時から午後5時まで 

令和元年6月26日（水） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和元年6月27日（木） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 
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質疑の受付 申請書等に関する質問 

令和元年6月24日（月） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和元年6月28日（金） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和元年7月1日（月） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 令和元年7月3日（水） 

午前9時から午後5時まで 

令和元年7月4日（木） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

開札日時 令和元年7月5日（金） 

午前11時00分 

電子入札システムによる

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札3日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 79

第８９４号令和元年７月１６日発行 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 企画管理部 契約検査課 

    （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第３４号 

 

 亀岡農業振興地域整備計画について、農業振

興地域の整備に関する法律施行令（昭和４４年

政令第２５４号）第１０条の規定に該当する軽

微な変更をしたので、農業振興地域の整備に関

する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条

第４項で準用する同法第１２条の規定により公

告し、当該変更後の計画書を次により縦覧に供

する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

令和元年６月２５日以後、常時備え置く

こととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 亀岡市公告第３５号 

 

 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）

第６条第７項の規定により、捕獲犬の抑留につ

いて通知を受けたので、同条第８項の規定によ

り公告する。 

 

   令和元年６月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 捕獲日時  令和元年６月２７日 

        午前１０時 

２ 捕獲場所  亀岡市本梅町中野番頭林 

３ 種  類  雑種 

４ 毛  色  黒茶 

５ 性  別  雌 

６ 体  格  中 

７ 犬の鑑札  なし 

８ 注射済票  なし 

９ そ の 他  首輪なし 

 

（注意）公告期間満了の日の翌日（令和元年６

月２９日）までに引取りのないときは処

分される。 

 

（連絡先）京都府南丹保健所環境衛生室 

電話番号０７７１－６２－４７５４ 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第３６号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和元年６月２８日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  31自工第1号 

⑵ 工 事 名  亀岡市同報系デジタル防災行政無線整備工事 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市安町地内外 

⑷ 工 事 種 別  電気通信工事 

⑸ 工 事 概 要  ・親局設備（亀岡市役所） 

デジタル無線用無線電話装置、操作卓、自動プログラム送出装置、オー

ディオ卓、電話応答装置、情報自動配信装置ほか 

          ・中継局設備（竜ヶ尾中継局） 

デジタル無線用無線電話装置、被遠方監視制御装置、空中線フィルタ、

同軸避雷器、分配器ほか 

          ・屋外拡声子局設備 

屋外拡声式送受信装置（タイプ1）（アンサーバック付き）9組、屋外拡

声式送受信装置（タイプ1）（アンサーバック付き、増設アンプ付き） 

1組、外部接続箱（タイプ1）10台、スピーカ25台、空中線10基、同軸避

雷器10台ほか 

⑹ 予定価格（税込）  98,437,900円 

          【入札書比較価格（税抜） 89,489,000円】 

⑺ 工    期  契約日の翌日から令和2年2月28日まで 

⑻ 部 分 払  無 

⑼ 前 金 払  有（当該工事契約金額の40％以内（消費税法改正法第3条の規定に基づく

消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定に基づく地方消費

税の税率の改正が施行されるまでに請求する場合は、落札金額に8％を乗

じた額の40％以内）保証事業会社の保証が必要） 

⑽ 中 間前金払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前金払

をしている工事については、工期の2分の1が経過していること・工程表に

より工期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事

に係る作業が行われていること・当該工事に係る既済作業に要する経費が

請負代金の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定さ
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れた場合に限り、中間前金払（請負金額の20％以内（消費税法改正法第3

条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定

に基づく地方消費税の税率の改正が施行されるまでに請求する場合は、落

札金額に8％を乗じた額の20％以内）。また、保証事業会社の保証が必

要。）が請求できる。 

⑾ 最低制限価格  無 

⑿ 入 札保証金  免除 

⒀ 契 約保証金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒁ 支給材料及び貸与品  無 

⒂ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和元年度において、亀岡市競争入札参加資格者名簿（工事）に「電気通信工事」の業種で

登録されており、近畿圏内に本店、支店又は営業所があること。 

⑵ 電気通信工事に係る建設業法（昭和24年法律第100号）第3条に規定する特定建設業の許可を

受け、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（直近のもの）の「電気通信」の総合評

定値（Ｐ）が1,000点以上であること。 

⑶ 入札への参加は単体とする。 

⑷ 過去10年以内に地方公共団体が発注した60MHz帯デジタル同報系防災無線システムの工事を

元請として施工した実績を有すること。（現在施工中の工事も含む。） 

⑸ 電波法（昭和25年法律第131号）第24条の2第1項による点検事業者（登録点検事業者の資格

を有する者）の登録を受けていること。 

⑹ 電波法、電波法施行規則（昭和25年電波監理委員会規則第14号）に定める60MHz帯のデジタ

ル無線実験局の免許を自社で有していること。 

⑺ 建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑻ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑼ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

⑵ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（直近のもの）の写し 

⑶ 工事施工実績調書 （別紙様式2） 
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⑷ 電波法における「登録点検事業者」の登録証の写し 

⑸ 無線局免許状の写し（60MHz帯デジタル無線実験局のもの） 

⑹ 配置予定技術者調書 （別紙様式3） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が4,000万円（建築一式は6,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑺ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書（別紙様式3）に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

※ ⑴⑶⑹の様式については、入札情報公開システムにて公開のエクセルファイルに記載のう

え電子入札システムを通じて提出すること。 

※ ⑵⑷⑸⑺については、PDFファイルで電子入札システムを通じて提出すること。 

※ 電子入札システムの仕様上、提出するファイルのサイズの合計は2MBまでにおさめること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

令和元年6月28日（金） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和元年6月28日（金） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

令和元年7月5日（金） 

午前9時から午後5時まで 

令和元年7月8日（月） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和元年7月9日（火） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

令和元年7月4日（木） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 
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 設計図書に関する質問 

令和元年7月10日（水） 

午後3時まで 

 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和元年7月11日（木） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 令和元年7月16日（火） 

午前9時から午後5時まで 

令和元年7月17日（水） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

開札日時 令和元年7月18日（木） 

午前10時00分 

電子入札システムによる

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札3日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 企画管理部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第３７号 

 

 亀岡農業振興地域整備計画を変更するので、

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年

法律第５８号）第１３条第４項で準用する同法

第１１条第１項の規定により公告し、当該農業

振興地域整備計画の変更案を次により縦覧に供

する。 

 なお、亀岡市の住民は、当該農業振興地域整

備計画の変更案について、令和元年７月２８日

（縦覧期間満了の日）までに意見書を提出する

ことができる。 

 また、当該農業振興地域整備計画の変更案の

うち農用地利用計画の変更案に係る農用地区域

内にある土地の所有者その他その土地に関し権

利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案

に対して異議があるときは、令和元年７月２９

日（縦覧期間満了の日の翌日）から令和元年８

月１２日までにこれを申し出ることができる。 

 

   令和元年６月２８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

自 令和元年６月２９日 

至 令和元年７月２８日 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

任免及び辞令 
 

             大 幸 善 博 

亀岡市国民保護協議会委員の委嘱を解きます 

             梶 尾 英 夫 

亀岡市国民保護協議会委員に委嘱します 

任期は令和２年９月３０日までとします 

             山 本 眞之介 

（各 通）        西 田 佳 弘 

             中 村 真 美 

亀岡市循環型社会推進審議会委員の委嘱を解き

ます 

             中 澤 基 行 

（各 通）        法 貴 雅 男 

             滝 花 慶 子 

亀岡市循環型社会推進審議会委員に委嘱します 

任期は令和元年９月３０日までとします 

   令和元年６月１日 

 

             矢 田   勲 

亀岡市国民保護協議会委員の委嘱を解きます 

             木 村 好 孝 

亀岡市国民保護協議会幹事の委嘱を解きます 

             木 村 好 孝 

亀岡市国民保護協議会委員に委嘱します 

任期は令和２年９月３０日までとします 

             永 田 一 夫 

亀岡市国民保護協議会幹事に委嘱します 

任期は令和２年３月３１日までとします 

   令和元年６月１２日 

 

             西 田 哲 郎 

亀岡市国民保護協議会委員の委嘱を解きます 

             井 上 敬 章 

亀岡市国民保護協議会委員に委嘱します 

任期は令和２年９月３０日までとします 

   令和元年６月１３日 
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教育委員会欄  
 

告 示 
 

 亀岡市教育委員会告示第４号 

 

 亀岡市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

施行規程（昭和５０年亀岡市教育委員会告示第

１号）の一部を次のように改正する。 

 

   令和元年６月２５日 

 

         亀岡市教育委員会 

           教育長 神先宏彰 

 

 第２条第１項中「（１２月末日までに限

る。）」を削る。 

 

   附 則 

 

 この規程は、告示の日から実施し、令和元年

度分の補助金から適用する。 

 

「掲示済」 

選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５２号 

 

 亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する有

権者総数の５０分の１の数、亀岡市の事務の執

行に関する監査の請求に要する有権者総数の 

５０分の１の数及び合併協議会設置の請求に要

する有権者総数の５０分の１の数は、次のとお

りである。 

 

   令和元年６月３日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

１，４８７人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５３号 

 

 亀岡市議会の解散請求に要する有権者総数の

３分の１の数並びに亀岡市の市長、副市長、教

育長、教育委員会の委員、選挙管理委員、監査

委員及び亀岡市議会議員の解職請求に要する有

権者総数の３分の１の数は、次のとおりである。 

 

   令和元年６月３日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 
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２４，７８２人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５４号 

 

 合併協議会設置協議について選挙人の投票に

付する請求に要する有権者総数の６分の１の数

は、次のとおりである。 

 

   令和元年６月３日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

１２，３９１人 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第５５号 

 

 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの期間において、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第２８条の２第１項及び第２８条の３第１項の申出に係る選挙人名簿抄本閲覧の状

況について、同法第２８条の４第７項及び公職選挙法施行規則（昭和２５年総理府令第１３号）第

３条の４の規定に基づき、次のとおり公表する。 

 

   令和元年６月３日 

 

                      亀岡市選挙管理委員会委員長 岡野宗忠 

 

１ 

閲 覧 年 月 日 
平成３０年５月１１日 
平成３０年５月１７日～１８日 
平成３０年５月２４日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） ―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第３７、第４４投票区 

２ 

閲 覧 年 月 日 平成３０年６月７日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） ―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第３７、第４４投票区 

３ 

閲 覧 年 月 日 平成３０年６月２０日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 
読売新聞東京本社 編集局 世論調査部 
世論調査部長 吉山 一輝 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 東京都千代田区大手町１－７－１ 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治・選挙に関する世論調査 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第３８投票区の有権者４５人 

 

 

４ 

閲 覧 年 月 日 平成３０年６月２１日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 
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閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第３７、第３８、第４４投票区 

５ 

閲 覧 年 月 日 平成３０年７月５日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第３７、第３８、第４４投票区 

６ 

閲 覧 年 月 日 平成３０年７月２６日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第３７、第３８、第４４投票区 

７ 

閲 覧 年 月 日 平成３０年８月７日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第３７、第３８投票区 

８ 

閲 覧 年 月 日 
平成３０年８月２３日 
平成３０年８月３０日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第３、第５、第６投票区 

 
 

９ 

閲 覧 年 月 日 平成３０年９月６日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 89

第８９４号令和元年７月１６日発行 

 
委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第３７、第３８投票区 

10 

閲 覧 年 月 日 平成３０年９月１１日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 
株式会社 毎日新聞社 
代表取締役社長 丸山 昌宏 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治・選挙に関する世論調査 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第４０投票区の有権者１１人 

11 

閲 覧 年 月 日 
平成３０年９月１９日～２０日 
平成３０年９月２１日 
平成３０年９月２７日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第３、第５、第６投票区 

12 

閲 覧 年 月 日 平成３０年９月２５日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第３８投票区 

13 

閲 覧 年 月 日 

平成３０年１０月３日 
平成３０年１０月５日 
平成３０年１０月１２日 
平成３０年１０月１７日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第３、第５、第６、第４３投票区 

 
閲 覧 年 月 日 平成３０年１０月４日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 
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14 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第３８投票区 

15 

閲 覧 年 月 日 平成３０年１０月１７日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 馬場  隆 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 
下矢田町、中矢田町、上矢田町全域、安町、荒塚町、余部町
の一部 

16 

閲 覧 年 月 日 平成３０年１０月２５日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第３、第５、第６、第４３投票区 

17 

閲 覧 年 月 日 平成３０年１０月３１日～１１月１日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 馬場  隆 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 
下矢田町、中矢田町、上矢田町、下矢田町１丁目、下矢田町
２丁目、下矢田町４丁目、余部町、安町、古世町西向林 

18 

閲 覧 年 月 日 平成３０年１１月７日～９日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 馬場  隆 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 三宅町、古世町、北古世町、追分町 

 
閲 覧 年 月 日 平成３０年１１月２０日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 
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19 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第４１投票区 

20 

閲 覧 年 月 日 
平成３０年１１月２１日～２２日 
平成３０年１１月２７日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第４１投票区 

21 

閲 覧 年 月 日 平成３０年１１月２２日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 
株式会社 日本リサーチセンター 
代表取締役 鈴木 稲博 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

東京都中央区日本橋町２－７－１ 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治・選挙に関する学術研究 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 
余部町、古世町１～３丁目、下矢田町２～３丁目の有権者
２１人 

22 

閲 覧 年 月 日 平成３０年１１月２７日～３０日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 並河 愛子 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 大井町 

23 

閲 覧 年 月 日 平成３０年１２月４日～６日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 並河 愛子 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 大井町 

 閲 覧 年 月 日 平成３０年１２月５日～６日 
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24 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第４１投票区 

25 

閲 覧 年 月 日 平成３０年１２月１０日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 並河 愛子 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 大井町 

26 

閲 覧 年 月 日 平成３０年１２月１０日～１４日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 田中  豊 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 薭田野町、吉川町 

27 

閲 覧 年 月 日 平成３０年１２月１０日～１４日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第４１投票区 

28 

閲 覧 年 月 日 平成３０年１２月１７日～１８日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 三上  泉 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第４１投票区 

 
閲 覧 年 月 日 平成３１年１月１８日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 赤坂マリア 
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29 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 篠町夕日ケ丘 

30 

閲 覧 年 月 日 
平成３１年２月１８日 
平成３１年２月２０日～２２日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 長澤  満 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 第１、第２、第４０投票区 

31 

閲 覧 年 月 日 
平成３１年３月１２日～１３日 
平成３１年３月１９日～２０日 

閲 覧 申 出 者 の 氏 名 田中  豊 

主たる事務所の所在地 
（申出者が法人の場合） 

―――― 

閲 覧 目 的 の 概 要 政治活動 

委 託 者 ―――― 

閲覧に係る選挙人の範囲 千代川町 

 

「掲示済」 
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農業委員会欄 
 亀岡市選挙管理委員会告示第５６号 

 

 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１

日までの期間において、公職選挙法（昭和２５

年法律第１００号）第３０条の１２の規定によ

り準用する同法第２８条の２第１項及び第２８

条の３第１項の申出に係る在外選挙人名簿抄本

閲覧の状況について、公職選挙法第３０条の 

１２において準用する同法第２８条の４第７項

及び在外選挙執行規則（平成１１年自治省令第

２号）第２条の２の規定により準用する公職選

挙法第２８条の４第７項及び公職選挙法施行規

則（昭和２５年総理府令第１３号）第３条の４

の規定に基づき、次のとおり公表する。 

 

   令和元年６月３日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

 在外選挙人名簿抄本の閲覧は、なかった。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５７号 

 

 令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通

常選挙におけるポスター掲示場の設置場所を次

のように定める。 

 

   令和元年６月２８日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

省  略 

「掲示済」 

 

 

 

告 示 
 

 亀岡市農業委員会告示第１号 

 

 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３条

第２項第５号の規定により別段の面積（下限面

積）を次のとおり告示する。 

 

   令和元年６月１１日 

 

          亀岡市農業委員会 

            会長 酒井省五 

 

別段の面積 適用する区域 

１平方メートル 

本梅町平松南垣内６番 

本梅町平松南垣内６番１ 

本梅町平松南垣内６番２ 

３０アール １平方メートル区域を除く区域

 

「掲示済」 
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上下水道部欄 
 

告 示 
 

 亀岡市上下水道部告示第１０号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市上下水道部お客様サービ

ス課において保管し、送達を受けるべき者の申

出があれば交付する。 

 ここに、国税通則法（昭和３７年法律第６６

号）第１４条の規定により告示する。 

 

   令和元年６月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

  交付要求通知書 

２ 送達を受けるべき者 

  住 所  亀岡市河原町１６５番地４ 

  氏 名  勘原 和彦 

３ この書類を受領されないときは、国税通則

法第１４条第３項の規定により、告示の日か

ら起算して７日を経過した時点で書類の送達

があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市上下水道部告示第１１号 

 

亀岡市指定給水装置工事事業者

廃止の告示 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 下記の業者から指定給水装置工事事業者廃止

届出書が提出されたので、亀岡市指定給水装置

工事事業者規程第１０条第２号の規定により告

示する。 

 

記 

 

１ 廃止した業者 

指定
番号

業 者 名 代表者名 住   所 

189 森本設備 森本 保行 亀岡市西竪町18 

 

２ 廃止日  令和元年６月４日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市上下水道部告示第１２号 

 

亀岡市下水道排水設備指定工事

業者廃止の告示 

 

   令和元年６月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 下記の業者から指定工事業者指定辞退届が提

出されたので、亀岡市下水道排水設備指定工事

業者規程第１５条第２号の規定により告示する。 

 

記 

 

１ 廃止処理日 

   令和元年６月４日 
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２ 廃止業者 

指定 
番号 

業 者 名 代表者名 住   所 

188 森本設備 森本 保行 
亀岡市西竪町18番

地 

 

「掲示済」 

 

市立病院欄 
 

規 程 
 

 亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する規

程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

   令和元年６月２５日 

 

    亀岡市病院事業管理者 玉井和夫 

 

 亀岡市病院事業管理規程第５号 

 

亀岡市立病院の使用料及び手数料

に関する規程の一部を改正する規

程 

 

 亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する規

程（平成１６年亀岡市病院事業管理規程第３２

号）の一部を次のように改正する。 
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 別表中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             」を 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正後の亀岡市立病院の使

用料及び手数料に関する規程の規定は、令和

元年１０月１日以後の利用に係る使用料等に

ついて適用し、同日前の利用に係る使用料等

については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

1日 21,600（1,600） 

1日 5,400（400） 

1日 2,700（200） 

1回 43,000（3,185） 

診療報酬点数表を基準として
管理者が別に定める額 

1通 1,080（80） 

1通 1,080（80） 

1通 2,160（160） 

1通 2,160（160） 

1通 3,240（240） 

1通 3,240（240） 

1通 3,240（240） 

1通 3,240（240） 

1通 4,320（320） 

1通 4,000 

1通 3,240（240） 

1通 1,080（80） 

1通 1,080（80） 

1通 1,080（80） 

1通 2,000 

1通 2,160（160） 

 

1日 22,000（2,000） 

1日 5,500（500） 

1日 2,750（250） 

1回 43,800（3,981） 

診療報酬点数表を基準として
管理者が別に定める額 

1通 1,100（100） 

1通 1,100（100） 

1通 2,200（200） 

1通 2,200（200） 

1通 3,300（300） 

1通 3,300（300） 

1通 3,300（300） 

1通 3,300（300） 

1通 4,400（400） 

1通 4,000 

1通 3,300（300） 

1通 1,100（100） 

1通 1,100（100） 

1通 1,100（100） 

1通 2,000 

1通 2,200（200） 
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